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要   約 
Ⅰ. 提案事業の概要 

案件名 ベトナム社会主義共和国都市ごみ焼却・埋立地再生に関する普

及・実証事業 

事業実施地 ベトナム社会主義共和国トゥアティエン・フエ省 

相手国 

政府関係機関 

トゥアティエン・フエ省人民委員会 

事業実施期間 2015 年 1月 30日～2018年 10 月 31日 

契約金額 98,505,720 円（税込） 

事業の目的 ベトナム国において、技術・経済的に持続可能な廃棄物焼却処

理システム（多目的焼却モデル）の構築に基づく廃棄物の減容・

減量化によって、最終処分場の衛生環境が改善されるとともに、

埋立期間の延長が可能となる。 

事業の実施方針 ＜実証＞ 

・対象国に適合する適切な規模・技術の機材・設備を設計する。 

・多種多様な廃棄物の焼却にあたり、環境への影響に配慮し、

特に有害物質を含む場合には安全性を確保する。 

・実証機材の現地製造に向けて、地域の条件および関連情報を

把握する。 

・現地人材に対して実証機材の運営維持管理に関する技術指導

を実施し、普及体制確立のための人材を育成する。 

・対象国の優先課題である最終処分場の延命化に向けて、多目

的焼却処理の実証に基づく改善方法を検討する。 

＜普及＞ 

・持続可能な廃棄物焼却処理のために、事業採算性を確保可能

な普及モデルを確立する。 

・カウンターパート機関による料金徴収システムの整備を含め

た総合的廃棄物管理体制の構築に向けた支援を行う。 

・実証機材の全国普及に向けて関係機関に対して事業成果を共

有する。 

・ベトナムにおいて埋立地再生事業等を行うことのできるパー

トナー（例えば、フエ都市環境公社（HEPCO）など）を選定し、

処理サービス供給体制を形成する。 

実績 ＜実証＞ 

・日処理能力 1.2 トン(100kg/時)の多種多様な廃棄物を焼却で

きる小規模実験炉をトゥアティエン・フエ省の主要埋立処分場

（Thuy Phuong処分場）施設内に建設した。 
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・本焼却施設には、排ガス処理設備として、ベトナムでは従来

使用されていないバグフィルターを設置し大気環境への二次公

害の防止について万全を期した。 

・有害産業廃棄物（廃油類と廃ウエス類の二種類）、通常産業廃

棄物（非有害）、埋立地掘り起し相当ごみを比率を変えてブレン

ドし（4つのモデル）、実証試験の対象廃棄物とした。 

・実証試験は 2017 年 11月 21 日から 12月 23日まで実施し、灰

（主灰、飛灰）の発生量、用水量、燃料（助燃、再燃）、消石灰、

電力をデータとして記録した。 

・実証試験は順調に行われ、当社製の焼却炉はベトナムの環境

下においても問題なく稼動し、ベトナムの有害産業廃棄物も適

正に焼却できることを実証した。詳細については添付資料排ガ

ス等の分析結果を参照。 

・実証試験中フエ都市環境公社の職員 6名に対して、操作マニ

ュアルを使いながら、運転操作、運転中の留意点、安全衛生管

理、メンテナンス方法等について技術指導を行い、同公社によ

る自立的な運転が可能となるようにした。また、2017 年 12月に

はフエ都市環境公社の職員 2名に対して本邦研修を行った。 

 

＜普及＞ 

・上記データを用いてコスト分析、採算性分析を行い、24時間

連続運転を前提として、有害産業廃棄物のみを焼却する場合

9000VND/kg 以上の処理料金を徴収して採算分岐点に至ることが

分かり、有害産業廃棄物と非有害廃棄物（埋立掘り起しごみを

含む）を同量焼却する場合で有害産業廃棄物の処理料金を

16000VND/kg とすることで採算性を確保できることが分かった。 

・2018年 5月 9日にはワークショップを開催し、実証機材の全

国普及に向けて事業成果を共有するとともに、同日引渡しセレ

モニーをトゥアティエン・フエ省の機材設置現地で行った。 
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・2018年 7月にはトゥアティエン・フエ省内の製造業等工場大

手 7 社（省内有害産業廃棄物の 9割近くを占める）を訪問し、

事業終了後の安定的焼却事業の継続の実現のための廃棄物量確

保のための普及活動を行った。 

ビジネス展開計

画 

・ベトナムの関連企業と連携しアクトリーからスーパーバイザ

ーを出張ベースで派遣する。 

・営業案件が出てきた時点でベトナムに連絡拠点を設置する。 

・ベトナム企業と連携して部品等の供給体制を形成する。 

・当面はワークショップ参加者のうちの潜在顧客となりうる数

社に対して普及活動を開始するほか、天然資源環境省主催によ

るベトナム環境展（ENTEC）などに参加し、普及展開を図る。な

お、今後 HEPCOとの関係を良好に維持してモデルプラントとし

て普及活動にも活用する予定である。 
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１. 事業の背景 

(１) 事業実施国における開発課題の現状及びニーズの確認 

① 事業実施国の政治・経済の概況 

i) 人口推移 

2016 年（速報値）のベトナムの人口は都市部で 32 百万人、農村部で 61 百万人、合計で

93百万人である。都市部の人口増を反映して全国人口は微増傾向にあるのに対して、農村

部の人口には変化がない。 

 
図 １-１ ベトナムの人口推移 

(出典)Statistical Yearbook 2016（2016 年は速報値） 

ii) 経済状況 

ベトナムの一人当たりＧＤＰは 2005年に 700USDであったものが、2016年現在 2,215USD

（速報値）と急発展している。 

 
図 １-２ ベトナムの一人当たりＧＤＰ推移(各年価値) 

(出典)Statistical Yearbook 2016 (2006 年及び 2007 年は内挿による推定値、2016 年は速報値) 

iii) 産業構造 

産業構造を産業別ＧＤＰに見ると 2012年まで第三次産業と第二次産業比率が進捗した。
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2013年に第二次及び第三次産業は下落（原因は不明）するが、2014年以降再度上昇傾向

に転じる。 

 
図 １-３ 産業構造 

（出典）Statistical Yearbook 2016 (2016 年は速報値) 

iv) 平均月収 

人口 1 人当たりの平均月収（各年統計）は急激に増加しており、2016 年速報値では

14,000円を超えている。（2016年データ） 

 
図 １-４ 平均月収の推移 

(出典)Statistical Yearbook 2016 (2016 年は速報値) 

v) 行政機構 

a) 中央政府 

政体：社会主義共和国 

政権党：共産党 

元首：チャン・ダイ・クアン 

国会：一院制（定数 500名、2015年 5月現在 498名）。2016年 5月 22日(日)に第 14期

(2016年～2021年任期)の総選挙が実施され、496名の国会議員が選出された。 

内政： 

（1）1986年の第 6回党大会にて採択された市場経済システムの導入と対外開放化を柱と
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したドイモイ（刷新）路線を継続、構造改革や国際競争力強化に取り組んでいる。他方、ドイ

モイの進展の裏で、貧富の差の拡大、汚職の蔓廷、官僚主義の弊害、環境破壊などのマイ

ナス面も顕在化している。党・政府は、汚職防止の強化、行政・公務員改革等を進めている。

2013 年には、国会が人事を承認した閣僚級以上の指導者に対する国会議員による信任投

票の実施や憲法改正等、一党体制にありながら、民主的要素を取り入れるといった動きもあ

る。 

（2）2016年 1 月には第 12 回共産党大会（5年ごと）が開催され、独立・主権・領土保全を

堅持すると共に、ドイモイ路線を引き続き推進し、国際経済への積極的な参入を進めていく

こと等が掲げられた。また、党中央指導部の人事が一新され、書記長には、グエン・フー・チ

ョン氏が再任された一方、チュオン・タン・サン国家主席、グエン・タン・ズン首相及びグエン・

シン・フン国会議長は党指導部から退くこととなった。 

（3）2016年 3～4月の第 13期国会第 11会期において、国家主席、首相、国会議長並び

に一部の副首相及び閣僚等が交代し、国家主席にはチャン・ダイ・クアン公安大臣、首相に

はグエン・スアン・フック副首相、国会議長にはグエン・ティ・キム・ガン国会副議長が、それ

ぞれ就任した。その後、5月の国会議員選挙を経て、7月に第 14期国会第 1会期が招集さ

れ、クアン国家主席、フック首相、ガン国会議長が再任。 
出典：外務省ホームページデータより引用（H29.4.13 付データ） 

b) 地方政府 

ベトナムの行政機構は図 1-5 に示したように基本的には 58 の地方省下に置かれている

が、地方省と同等の権限を有する中央直属都市が 5つある。各行政レベルは地方人民委員

会によって統治される。地方人民委員会の委員長は一つ上のレベルの人民委員会委員長

の批准によって決定されるが、中央直属都市の力は強い。 

 
図 １-５ ベトナムの行政機構 

(注)中央直属都市は、ハノイ、ホーチミン、ハイフォン、ダナン、カントーの５つである。 

vi) コミュニティ構造 

ベトナムのコミュニティは、労働総連盟、共産青年団、退役軍人会、婦人連合会、農民会

などの政治・社会組織から構成されており、中央から地方へ至る階層型の指導機関として機

能している法定組織である。District の下にWard (坊)、Commune (市鎮または社)が置かれ

ている。 
出典：総務省大臣官房企画課：ベトナムの行政、平成 16 年 7 月 

(58)）8 



 

7 

② 対象分野における開発課題 

 近年ベトナムでは急速な経済発展に伴い廃棄物発生量が増加し、多くの都市におい

て収集した廃棄物は中間処理等せずに不衛生な状態のまま最終処分場へ廃棄され、

環境汚染の原因となっている。各都市における埋立処分場の残存埋立可能量は逼

迫しており、平成 25 年度政府開発援助海外経済協力事業委託費「都市ごみ埋立地

再生事業案件化調査」（以下「案件化調査」）の結果、調査対象とした 19 都市が保有

する計44の埋立処分場のうち、65%の処分場で埋立可能量の95％まで埋立が終了し

ており、埋立残余年数は平均 3.3年と判明した。 

 新規埋立処分場の建設は、予算確保および用地選定が困難なことから、廃棄物の減

容・減量化を目的とした有機ごみのコンポスト化技術の導入が進められているが、排

出源での有機ごみの分別が適切に行われていないために、成果は上がっていない。

また、代替策の一つとして廃棄物の焼却処理が一部の都市で導入され始めているも

のの、経済的及び技術的な課題があることから、全国的普及には至っていない。 

 アクトリー社の「ロータリーキルン式焼却炉」は、燃焼効率が低下することなく、多種多

様な廃棄物を混合して焼却することが可能で、ダイオキシン類を含む排ガスを適切に

処理する機能を持つ。また、ニーズに合わせて日処理能力 500kg～300 トンの幅広い

サイズへの対応が可能である。この特性により、東北地方太平洋沖地震後の震災廃

棄物処理用として、当該製品が採用された。 

 本事業では、アクトリー社の製造する焼却炉を導入し、廃棄物を減容化・無害化する

ことによって、対象国における衛生的な廃棄物処理方法を提案・実証し、環境改善に

寄与することを目指す。 

 なお、都市ごみ（生活廃棄物）の焼却処理は採算性の確保が困難なため、産業廃棄

物との混合焼却による採算性の確保を含めた実証を行い、持続可能な都市ごみ（生

活廃棄物）焼却処理システムを検討する。更に、既存の最終処分場に未処理のまま

埋め立てられた廃棄物を掘り起こし、焼却して減容化・無害化を行うことにより最終処

分場の埋立残余年数の延命化を図る「最終処分場リハビリテーション」についても検

討する。 

③ 事業実施国の関連計画、政策（外交政策含む）および法制度 

i) 廃棄物管理法 

ベトナムにおける廃棄物管理の基本原則は、2005 年の環境保護法の下で整備された固

形廃棄物管理に係る政府決定“Decree No. 59/2007/ND-CP”であったが、2014 年に環境

保護法が全面改正され、そのもとで“Decree No. 38/2015/ND-CP”が制定された、以降この

Decreeが廃棄物管理の基本法令となっている。なお、Decree No. 59/2007/ND-CPは一部

条文を除き失効している。 

いまだ有効な Decree No. 59/2007/ND-CPの規定は 

 廃棄物計画関連事項 

 廃棄物処分施設整備関連事項 

 廃棄物処理施設への投資促進関連事項 

となっている。 

下表に“Decree No. 38/2015/ND-CP”の内容を示す。 

表 １-1 Decree No.38/2015/ND-CPの概要(関連部分抜粋) 
章 条文 主な内容 

I. 総則 対象  有害廃棄物、都市ごみ、通常産業廃棄物、液状廃棄物、汚水、

ダスト、産業排ガス、その他特殊廃棄物、輸入スクラップ 

 基本原則  環境配慮製品、再生品、再生エネルギーの使用 
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章 条文 主な内容 

 排出源での発生抑制と減量 

 排出源分別の実施 

 法令に準拠した廃棄物処理施設への投資促進 

 廃棄物収集・運搬、リサイクリング、適正処分への民間力の促

進 

 汚染者費用支払い 

II. 有害廃棄物管理 有害廃棄物排出者登録  有害廃棄物排出者の天然資源環境局への登録義務 

 有害廃棄物排出者の義務  有害廃棄物の登録 

 有害廃棄物の適正管理 

 有害廃棄物の適正な保管 

 有害廃棄物処理業者への適正な委託 

 有害廃棄物処理に伴う報告事務の遂行 

 有害廃棄物処理業者の監理 

 有害廃棄物の収集・運搬  許可業者による収集・運搬の義務付け 

 技術基準に準拠した収集・運搬 

 最適ルートの選定 

 有害廃棄物処分許可要件  有害廃棄物処理施設の天然資源環境省による環境影響評価

承認 

 有害廃棄物処理施設用地の PPCによる承認 

 技術基準に準拠した使用機材の使用 

 技術基準に準拠した有害廃棄物処理施設管理 

 施設種類に応じた適切な人数の技術者の配置 

 環境保護計画の策定 

 有害廃棄物処分許可  有害廃棄物処分許可の天然資源環境省による発行 

 3 年の許可期限 

 有害廃棄物処分業者の責

務 

 許可内容に基づいた契約の締結 

 運転開始から 24 か月以内に ISO14001 認証取得 

 運転状況の天然資源環境省への報告 

 有害廃棄物に関する天然

資源環境省の責務 

 有害廃棄物管理のための技術基準策定 

 有害廃棄物データベースの開発 

III. 都市ごみ（生活

廃棄物）管理 

都市ごみ（生活廃棄物）の

分別と保管 

 都市ごみ（生活廃棄物）は生ごみ、リサイクル資源、その他に分

別 

 排出者による分別責務の順守 

 PPCによる排出源分別への取り組み 

 都市ごみ（生活廃棄物）の

排出者の責務 

 排出者による分別 

 収集・運搬費用の負担 

 都市ごみ（生活廃棄物）の

収集・運搬 

 PPCの基本計画に基づく収集・運搬 

 都市部においては適切な容器を用いた収集 

 収集・運搬段階からの飛散・流出の禁止 

 都市ごみ（生活廃棄物）収

集・運搬者の責務 

 必要な人員・機材の用意 

 収集に関する情報の提供 

 適切な収集・運搬の実施 

 スタッフのトレーニング 

 年報の提出 

 都市ごみ（生活廃棄物）処

理技術の選定 

 PPCまたは事業主体による適切な技術の選定 

 都市ごみ（生活廃棄物）処

理事業者の選定 

 関連法令に基づく事業主体の選定 

 都市ごみ（生活廃棄物）処

理施設の環境保全要件 

 環境影響評価の承認取得 

 施設技術基準の順守 

 技術者の配置 

 施設運転上の安全の確保 

 環境モニタリングの実施 

 天然資源環境省は環境影響評価が天然資源環境省承認施
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章 条文 主な内容 

設、および省をまたぐ施設、有害廃棄物と併せ処理する施設を

所管 

 省内の都市ごみ（生活廃棄物）処理施設は PPCが所管 

 都市ごみ（生活廃棄物）処

分事業者の責務 

 関係法令の遵守 

 処理内容の変更の報告 

 都市ごみ（生活廃棄物）処理状況の報告義務 

 都市ごみ（生活廃棄物）処

分施設の閉鎖後の改善 

 埋立地閉鎖時の調査と評価の実施 

 閉鎖後の改善計画の策定 

 建設省と協力しつつ天然資源環境省による改善基準の策定 

 都市ごみ（生活廃棄物）処

理コスト 

 処理コストの地方財政での管理 

 排出者からの料金徴収 

 都市ごみ（生活廃棄物）処

理料金 

 処理内容に基づく処理料金の決定 

 PPCによる補助の可能性 

 従量制の都市ごみ（生活廃棄物）処理料金 

 DOF と協議しつつ担当所管による料金決定 

 都市ごみ（生活廃棄物）処

理所管省庁 

<建設省> 

 コスト関係を含む施設整備推進 

 建設単価を含む技術・経済基準の策定 

 データベース構築のための天然資源環境省への協力 

<天然資源環境省> 

分別、保管、積み替え、運搬、前処理、再使用、リサイクル、処

分、エネルギー利用に関する技術基準 

環境保護に関する監視 

建設省と協力してのデータベース構築 

<科学技術省> 

建設省、天然資源環境省と協力しての都市ごみ（生活廃棄物）関

連技術の承認 

 都市ごみ（生活廃棄物）管

理に関する PPCの責務 

 省内の都市ごみ（生活廃棄物）管理 

 廃棄物処分基本計画の策定と実行 

 年報の作成と報告 

 ごみ処理料金の特定 

 教育と監視 

IV. 通常産業廃棄

物管理 

通常産業廃棄物の種類、

分別、保管 

 3 区分（再使用・リサイクル可能物、可燃物、その他）の実施 

 排出者による技術基準の順守と管理手続の履行 

 通常産業廃棄物排出者の

責務 

 適切な分別、保管 

 通常産業廃棄物管理所管への排出状況の報告 

 通常産業廃棄物の収集・

運搬 

飛散・流出、ダスト、悪臭、汚水を発生させない収集・運搬 

 通常産業廃棄物処理施設

における公害防止要件 

 環境影響評価の承認取得 

 技術基準に準拠した処理施設・機材の使用 

 技術者の配置 

 運転上の安全の確保 

 環境モニタリングの実施 

 天然資源環境省は環境影響評価が天然資源環境省承認施

設、および省をまたぐ施設、有害廃棄物と併せ処理する施設を

所管 

 省内の都市ごみ（生活廃棄物）処理施設は PPCが所管 

 通常産業廃棄物処理事業

主体の責務 

 天然資源環境省による技術基準の順守 

 施設運転開始後 24 か月以内での ISO14001 認証取得 

 通常産業廃棄物実施状況の報告 

 通常産業廃棄物に関する

天然資源環境省の責務 

 通常産業廃棄物に関する技術基準 

 通常産業廃棄物データベースの構築 

 通常産業廃棄物に関する

PPC の責務 

 省内における通常産業廃棄物の監理 

 天然資源環境省による通常産業廃棄物データベースのアップ
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章 条文 主な内容 

デート 

表 １-2 その他の重要な廃棄物管理関連法令 
法規制 交付年月日 タイトル（英語表記） 概要 

首相決定 No64 

THE PRIME MINISTER 

OF GOVERNMENT No. 

64/2003/QD-TTg 

2003年 4月 22日 Decision approving the plan 

for thoroughly handling 

establishments which 

cause serious 

environmental pollution 

環境汚染を引き起こしている事業主体

に環境保全上の改善を促す計画を決

定したもの。施設の種類別に環境汚染

事業主体をリスト化している。この中に

省が運営する埋立地も含まれる。 

天然資源環境大臣決定

No.10 

THE MINISTRY OF 

NATURAL RESOURCES 

AND ENVIRONMENT No. 

10/2006/QD-BTNMT 

2006年 8月 21日 Decision promulgating the 

regulation on certification 

of through pollution 

treatment by seriously 

polluting establishments 

under the prime minister’s 

Decision No. 

64/2003/QD-TTG 

首相決定 No.64 に基づいて、リスト化

された環境汚染事業主体が環境汚染

対策を講じる際の条件や手続き等に

ついて定めたもの。 

天然資源環境大臣通知 

No.07 

THE MINISTRY OF 

NATURAL RESOURCES 

AND ENVIRONMENT No. 

07/2007/TT-BTNMT 

2007 年 7 月 3 日 Circular guiding for 

classification and decision 

of establishments causing 

environmental pollution 

required to be handled 

首相決定 No.64 に基づいて、環境汚

染事業者を判定する基準や手順につ

いて定めたもの。 

政府議定 No.04 

THE GOVEMENT 

No.04/TT-BTNMT 

2009年 1月 14日 Decree providing for 

incentives and supports for 

environmental protection 

activities 

環境保護活動の促進のため、土地や

資金、租税面での優遇措置について

定めたもの。廃棄物処理施設も対象と

なっている。関連の詳細規定は、財務

大臣通知 No.230（Circular 

No.230/2009/TT-BTC of 08 

December 2009）と財務大臣通知

No.101（Circular 

No.101/2010/TT-BTC of 14July 

2010）に記載されている。 

国家技術規則 

QCVN 07: 2009/BTNMT 

2009 年 National Technical 

Regulation on Hazardous 

Waste Thresholds 

有害廃棄物の定義について述べられ

ている。 

首相決定 No.2149 

THE PRIME MINISTER 

OF GOVERNMENT No. 

2149/2009/QD-TTg 

2009 年 12 月 17

日 

Decision on approving the 

National Strategy of 

Integrated Solid Waste 

Management up to 2025, 

vision towards 2050 

統合的（包括的）廃棄物管理の国家戦

略を承認した首相決定。2050 年まで

のビジョンの実現を掲げ、2025 年まで

に達成すべき減量率を含む数値目標

を設定している。また、天然資源環境

省他、関連省ごとに実施すべきプログ

ラムを明記している。 

政府議定 No.113 

THE GOVERNMENT No. 

113/2010/ND-CP 

2010年 12月 3月 Decree providing for the 

determination of 

environmental damage 

環境汚染の認定、汚染度合と原状回

復に係る費用計算方法を定めたもの。 

天然資源環境大臣通知 

No.12 

THE MINISTRY OF 

NATURAL RESOURCES 

AND ENVIRONMENT No. 

12/2011/TT-BTNMT 

2011年 4月 14日 Circular stipulating 

hazardous waste 

management 

有害廃棄物の管理方法（分別・保管、

輸送等）を定めたもの。有害廃棄物の

排出者の登録・報告義務や処理事業

者の登録義務・ライセンス取得・更新

等について定めている。 

政府議定 No.29 

THE GOVERNMENT No. 

2011年 4月 18日 Decree providing strategic 

environmental assessment, 

戦略的環境アセスメント（SEA）と環境

影響評価、環境保護コミットメントの内
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法規制 交付年月日 タイトル（英語表記） 概要 

29/2011/ND-CP environmental impact 

assessment and 

environmental protection 

commitment 

容やプロセス等について定めている。

各アセスメントを実施すべきかどうか

は、業種や事業規模による。環境保護

コミットメントは、戦略的環境アセスメン

ト及び環境影響評価に該当しない場

合に実施することとなる。廃棄物処理

事業の場合には、戦略的環境アセスメ

ントは、全ての事業者に義務付けら

れ、環境影響評価は、処理規模が 250 

トン/日以上の場合に義務付けられ

る。 

詳細は、天然資源環境省大臣通知

No.26

（CircularNo.26/2011/TT-BTNMT of18 

July 2011）に記述されている。 

建設大臣決定 No.322 

THE MINISTRY OF 

CONSTRUCTION 

No.322/2012/QD-BXD 

2012 年 4 月 6 日 Decision on announcement 

of investment rate and 

tipping fee for municipal 

solid waste treatment 

国内の技術や設備を用いた都市ごみ

の処理施設への投資と運営におい

て、関係者が参照すべき投資額とティ

ッピングフィーを告知している。海外の

技術や設備を用いた処理施設の投資

額やティッピングフィーについては、調

査したうえで適切な額を設定すること

が必要としている。 

首相決定 No.170 

THE PRIME MINISTER 

OF GOVERNMENT No. 

170/2012/QD-TTg 

2012年 2 月 8日 Decision approving the 

master plan on hazardous 

solid medical waste 

treatment systems through 

2025 

2025 年までの医療廃棄物の処理シス

テムの確立を目指した基本計画を承

認する決定。省間の広域的対応を含

めた処理システムの段階的対策（2015 

年と 2025 年）を定めている。全国の計

画量として、2015 年 50,071 トン/kg、

2025 年 91,991 トン/㎏を設定してい

る。 

国家技術規則 

QCVN 30: 2012/BTNMT 

2012 年 National technical 

regulation on emission of 

Industrial waste 

incinerators 

産業廃棄物焼却炉に関わる基本仕

様、排出ガス規制値等の技術要件を

定めている。 

首相決定 No.1788 

THE PRIME MINISTER 

OF GOVERNMENT No. 

1788/2013/QD-TTg 

2013年 10月 1日 Decision approval plan on 

through handling 

establishments which 

cause serious 

environmental pollution 

until 2020 

首相決定 No.64 における環境汚染を

起こしている事業主体リストを更新し、

2020 年を目標とする対策の実施計画

を決定したもの。従来、施設の種類ご

との環境汚染事業主体をリスト化して

いたが、本決定においては、省ごとに

リスト化するとともに、対応の基本原則

において、従来よりも省の役割を強調

している。 

政府議定 No.18 

THE GOVERNMENT 

No. 18/2015/ND-CP 

2015年 2月 14日 Decree on environmental 

protection planning, 

strategic environmental 

assessment, environmental 

impact assessment and 

environmental protection 

plans 

環境保護計画、戦略的環境アセスメン

ト（SEA）と環境影響評価、環境保護対

策計画の内容やプロセス等について

定めている。 

天然資源環境大臣通知 

No.27 

THE MINISTRY OF 

2015年 5月 29日 Circular on strategic 

environmental assessment, 

environmental impact 

戦略的環境アセスメント（SEA）と環境

影響評価報告書の申請、環境影響評

価の実施手順、承認、さらには環境保
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法規制 交付年月日 タイトル（英語表記） 概要 

NATURAL RESOURCES 

AND ENVIRONMENT No. 

27/2015/TT-BTNMT 

assessment and 

environmental protection 

plans 

護対策の監査の手順等について定め

ている。 

天然資源環境大臣通知 

No.36 

THE MINISTRY OF 

NATURAL RESOURCES 

AND ENVIRONMENT No. 

36/2015/TT-BTNMT 

2015年 6月 30日 Circular management of 

hazardous wastes 

有害廃棄物の管理方法（分別・保管、

輸送等）を定めたもの。有害廃棄物の

排出者の登録・報告義務や処理事業

者の登録義務・ライセンス取得・更新

等について定めている。 

ii) 関連組織 

a) 国レベルの関連組織 

○ 国レベルの関連組織全体 

前述の固形廃棄物管理に係る政府議定“Decree No. 38/2015/ND-CP”に下表のように

省庁間のおおまかな所管が定められている。 

有害廃棄物は天然資源環境省が主として所管しており、都市ごみ（生活廃棄物）は事項

ごとに天然資源環境省と建設省が所管している。また、通常産業廃棄物は天然資源環境省

の所管である。 

表 １-3 固形廃棄物に関する関連省庁の役割分担 
対象廃棄物 天然資源環境省 建設省 関連省庁 

有害廃棄物  有害廃棄物収集・運搬機

材の要件の策定 

 有害廃棄物許可関連規

定の策定 

 有害廃棄物管理責任 

 なし  なし 

都市ごみ

（生活廃棄

物） 

 埋立地閉鎖責任 

 都市ごみ（生活廃棄物）

処理施設の環境保全の

促進 

 都市ごみ（生活廃棄物）

処分技術の技術基準策

定 

 環境保護基本計画関連

規定の策定 

 都市ごみ（生活廃棄物）

管理の監視 

 都市ごみ（生活廃棄物）

データベースの構築 

 埋立地閉鎖に関する天

然資源環境省への協力 

 都市ごみ（生活廃棄物）

標準契約書の開発 

 都市ごみ（生活廃棄物）

処分施設整備の促進 

 処理コスト・処理料金に

関する規定の策定 

 都市ごみ（生活廃棄物）

に関する技術・経済基準

の策定 

 都市ごみ（生活廃棄物）

処理施設建設単価の策

定 

 都市ごみ（生活廃棄物）

データベース構築に関す

る天然資源環境省への

協力 

 都市ごみ（生活廃棄物）

処理技術承認（科学技術

省）（建設省、天然資源環

境省と協力） 

通常産業廃

棄物 

 通常産業廃棄物の管理

責任 

・なし ● なし 
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○ 建設省 

建設省の組織は下図のとおりであり、廃棄物政策を主として所管するのは技術インフラ管

理部“Administration of Technical Infrastructure”である。 

 
図 １-６ 建設省の組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設大臣

事業局

建築・建設計画部建設管理部

建設資材部

建設経済部 科学・技術部

計画・財務部

法務部国際協力部

総務部建設監理部

建設審査部住宅管理部

技術インフラ管理部都市管理部

研究部門

都市農村計画研究
所

建設科学研究所

建設科学技術研究
所

都市建設管理大学

情報センター

出版部門

副大臣
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○ 天然資源環境省 

天然資源環境省で廃棄物政策を所管しているのは、下記チャート内のベトナム環境管理

部“Vietnamese Environmental Administration”(VEA)下に置かれた“ Waste management 

and environment protection agency”(WEPA)である。 

 
図 １-７ 天然資源環境省の組織 

出典：天然資源環境省資料による。 

b) 地方レベル 

地方レベルの廃棄物政策を主として所管しているのは“Provincial People’s Committee 

(PPC)”である。このＰＰＣの指示のもと、建設省の出先機関である“Department of 

Construction”と天然資源環境省の出先機関である“Department of Natural Resources and 

Environment”が協力して政策の実施に当たっている。 

廃棄物の収集運搬、処分などの実務は通例専門民間企業に委託されて行われている。

受託企業は“Urban Environment Company”（URENCO）という名前が一般的であるが、地方

によって別の会社名を名乗るところもある。株主も様々で、PPC が出資しているところもあれ

ば、そうでないところもある。 

iii) ベトナムにおける循環資源・廃棄物管理の現況 

a) 廃棄物等の量 

2015年における都市ごみ量は、15,618千トン排出されている（Vietnam Waste at a Glance 

2015：建設省・ＪＩＣＡ調査）。これに対し、他の種類の廃棄物量は直近で 2008年に建設省に

天然資源大臣

副大臣

国家管理局 研究部門 公社

地理映像管理公
社

地理・建設管理
公社
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サービス公社

地図出版局

水文気象データ・
技術公社

ベトナム環境保
護ファンド

国家水文・気象
学研究センター

水資源調査計画
センター

国家リモートセン
シングセンター

天然資源環境戦
略・政策研究所

天然資源環境紀
要

国家天然資源環
境マガジン

科学的推理・気
象・環境研究所

科学的測量・製
図研究所

天然資源環境大
学

ホーチミン市天
然資源環境大学

天然資源中央大
学

環境復元セン
ター

大臣秘書室

組織・人事部

計画部

財務部

法務部

科学技術部

国際協力部

褒賞部

監視部

ホーチミン支所

地理・鉱物部

水資源管理部

情報技術部

水理気象・気候
変動部

測量・製図部

海洋・島嶼管理
部

ベトナム環境管
理部

土地利用管理部

共産党委員会事
務局

労働組合事務局

３３の政策審議
会事務局

メコン川委員会
事務局

天然資源評価委
員会事務局
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より把握されており、産業廃棄物が 4,786 千トン、うち有害産業廃棄物が 700 千トン、医療

廃棄物が 179 千トン、それぞれ排出されている。調査年による違いがあるものの、都市ごみ

量は、他の種類の廃棄物量を大きく上回っている。 

b) 廃棄物等管理 

○ 都市ごみ（生活廃棄物） 

ベトナムにおいては都市ごみの処理は省（政府直轄市を含む）の責任の下で行われてい

る。実際の収集・処分は都市環境公社といわれる組織に委託して行われることが一般的で

ある。都市環境公社の法人形態は政府系企業であったり、民間企業であったりとさまざまで

ある。 

ベトナムにおける都市ごみの主たる処理方法は直接埋立である。ごみ処分場周辺の環境

汚染が社会問題化しており、首相決定 No. 1788/2013/QD-TTg によって汚染のひどい都

市のごみ処分場の閉鎖が命令されている。閉鎖に当たっては技術ガイドラインに基づいて、

最終覆土がなされるのが一般的であり、埋立地を掘り起こしてリハビリテーションを行うことは

一般的とはなっていない。 

中央政府は、排出源での分別・リサイクル、埋立前での減容を廃棄物管理の基本原則と

して掲げ、総合的な都市ごみ管理の実現を目指している。これに呼応して、地方政府では、

都市ごみの直接埋立から中間処理によるごみの安定化・減量化への取り組みが始まりつつ

あるところで、ドンナイ省のコンポスト化施設がモデルケースとなっている。ドンナイ省のコン

ポスト化施設は 1978 年からデンマークからの技術供与によって、例外的に早期に開始され

た。2009 年には現在の事業主体に施設が譲渡され、現在に至っている。搬入された都市

ごみを 18 時間の間、ロータリーキルン内で撹拌・発酵促進をし、高速堆肥化を図る。その後

30 日間エイジングを行い、その後プラスチック等の夾雑物を手選別により除去し、良質なコ

ンポストを製造している。生成されたコンポストは専門のエージェントにより農家へと売却され

ている。また、ビンズオン省でも都市ごみを対象としたコンポスト施設が稼働している。このド

ンナイ省の取り組みに続こうと、ラムドン省ダラット市（施設建設中）、ニンビン省（韓国からの

資金供与）など、都市ごみ中間処理施設を建設するいくつかのパイオニア政府が出現しつ

つある。 

○ 通常産業廃棄物（非有害な産業廃棄物） 

工場等から廃棄される非有害な産業廃棄物の中には有価で売却されるものも少なくない

が、それ以外の廃棄物については工場等の責任の下、都市ごみとして処理されている。例

外的にビンズオン省では通常産業廃棄物を対象とした焼却施設を有している。 

○ 有害産業廃棄物 

有害産業廃棄物の処理責任は省の管理の下、排出事業者にある。排出事業者が処理事

業者を選定し、契約し、処理料金を支払って委託処理を行うことが一般的である。 

有害産業廃棄物は焼却、中和などを施され最終処分されるという方式が一般的である。

処理施設はハノイ、ホーチミン周辺に立地しており、有害産業廃棄物は広域的に流れてい

る。地方に有害産業廃棄物処理事業所が立地していない理由としては、排出量が少なく、

採算が取れないというのが理由である。 

○ 医療廃棄物（病院からの廃棄物） 

感染性の医療廃棄物は有害廃棄物として管理されており、病院の責任の下、病院に設置

された専用の医療廃棄物焼却炉において処理されるか、都市環境公社等が保有する焼却

施設で委託処理される。 
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c) 廃棄物処理コスト 

○ 都市ごみ 

前述の政府議定“Decree No.38/2015/ND-CP”では、廃棄物管理コストは、契約に基づ

いて地方財政によって支払われるとされている。 

受け手となる処理事業者と PPC が契約を締結し、処理料金単価（ティッピングフィー）を

定めることが通例となっている。処分場を前提とするティッピングフィーはトン当たり 5USD 程

度と極めて安いが、処分場から中間処理へと関心が向かいつつある現在、下表のようにティ

ッピングフィーは全体に上昇しつつある。古くからコンポスト化の実績を有するドンナイ省の

コンポスト化施設のトン当たり約 20USD が参考価格となりつつある。 

表 １-4 都市ごみ中間処理ティッピングフィーの例 
都市名 ティッピングフィー 処理方法 

ダナン 20USD/トン(検討中) 焼却 

テュアティエン・フエ省 12USD/トン コンポスト化 

バクニン省 15USD/トン（予定） 焼却 

ニンビン省 17USD/トン（検討中） コンポスト化 

ヴィンフック省 20～25USD/トン（検討中） 焼却 

キエンザン省 10USD/トン 

（20USD に値上げ検討中） 

コンポスト＋焼却 

ドンナイ省 23USD/トン コンポスト化 

○ 通常産業廃棄物 

ビンズオン省の通常産業廃棄物焼却施設におけるトン当たり処理料金単価は数十 USD

から 100USD程度である。 

○ 有害産業廃棄物 

有害産業廃棄物の処理料金単価は、廃棄物の性状・種類によってトン当たり数十から

500USD 以上まで幅広く分布している。オーダーとして都市ごみコンポストの約 10 倍程度以

上と考えられる。 

○ 医療廃棄物 

医療廃棄物の処理料金単価は、有害産業廃棄物と同等またはそれ以上と非常に高い。 

④ 事業実施国の対象分野における ODA 事業の事例分析及び他ドナーの分析 

i) 日本からの支援 

a) ホイアン・那覇モデルのごみ減量プロジェクト 

 支援スキーム：草の根技術協力（地域提案型）事業 

 期間：平成 24（2012）年 8月～平成 27（2015）年 7月（フェーズＩは 2008年から） 

 カウンターパート：天然資源環境局、公共事業公社、ホイアン市人民委員会（市長・

副市長）、リサイクル事業者、住民組織、排出事業者 

 活動内容 

1-1 フェーズⅠ（2008～2010）の成果の確認及び現在の統計、データを整理する。 

1-2 現状把握のための必要な調査を実施する。 

1-3 改善すべき優先課題を整理する。 

1-4 改善課題と解決策の具体的かつ現実的な提案を検討する。 

2-1 都市ごみ（生活廃棄物）、事業者、政府機関の分別収集方法を検討する。 

2-2 環境教育の実施内容を検討する。 
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2-3 リサイクルの仕組みづくりにおける民間業者との連携について検討する。 

3-1 ごみ減量計画の素案が検討される。 

3-2 行政、市民、事業者によるごみ減量計画についてのワークショップを開催する。 

3-3 モデルプロジェクトを実施する。 

3-4 ごみ減量計画のレビューと最終化を行う。 

b) ハノイ産業廃棄物焼却発電実証事業 

 スキーム：ＮＥＤＯ実証事業 

 実施者：日立造船株式会社 

 期間：2012 年～2014 年のうちの二年間 

 カウンターパート：天然資源環境省、ハノイ市人民委員会 

 プロジェクト概要 

ハノイのナムソン最終処分場に産業廃棄物発電施設（ロータリーキルン・ストーカ炉：

75ｔ/日）を設置し実証事業を行う。発電規模は 2.0MW。ダイオキシン排出基準は

0.1ng-TEQ/㎥ N。 

c) 南部固形廃棄物処理事業準備調査（ＰＰＰインフラ調査） 

 スキーム：第 6回協力準備調査（ＰＰＰインフラ調査） 

 代表法人名：株式会社神鋼環境ソリューション 

 構成メンバー:ツネイシカムテックス株式会社、八千代エンジニアリング株式会社、株

式会社ワールド・リンク・ジャパン 

 調査名:南部固形廃棄物処理事業準備調査（PPP インフラ事業） 

 概要 

ホーチミン周辺において、一般・産業廃棄物処理施設の整備を行い、廃棄物の適正

な処理を行う事業の準備調査を実施するもの。 

d) ベトナム（ホーチミン市）の卸売市場における有機廃棄物メタン発酵及びコジェネレーショ

ン 

 スキーム：環境省・平成 25 年度二国間クレジット制度（JCM）実証案件組成調査 

 構成メンバー：日立造船株式会社、株式会社サティスファクトリーインターナショナル 

 プロジェクト概要 

ベトナムのホーチミン市の Binh Dien 卸売市場において発生する廃棄物の中から生

ごみを分別収集し、市場内に設置するメタン発酵システムでバイオガスを回収する。

回収したバイオガスはコジェネレーション設備で発電および熱回収を行い、同卸売市

場へ供給する。また、メタン発酵後の残渣からは堆肥および液肥を生産し、近隣農家

へ供給する。 

ii) 他国ドナーによる支援 

現在他国ドナーによる廃棄物分野における目立ったプロジェクトは存在していない。 
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(２) 普及・実証を図る製品・技術の概要 

名称 向         ロータリーキルン焼却炉 

スペック（仕様） ■ 向流キルン方                 ロータリーキルン焼却炉 

■日処理量 1.2 トン（顧客ニーズに合わせて 500kg～300 トン/日の幅で製

造が可能。本事業では 1.2 トン/日の機器を設置） 

■都市ごみ、産業廃棄物（有害産業廃棄物を含む）、医療系廃棄物（感染

性廃棄物を含む）、埋立地掘り起しごみ等、多種多様な廃棄物の焼却が可

能 

 
■アクトリー社製ロータリーキルン焼却炉 

（納入先：民間産業廃棄物処理事業者） 

 
■ロータリーキルン実証焼却炉（アクトリー本社工場内） 

非公開 

非公開 
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表１－５ ロータリーキルン焼却炉フロー 
 

 

■処理プロセスフロー（例） 
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特徴 ■          高い燃焼効率を確保でき、廃棄物発電（廃棄物の焼却処理

により発生する熱を利用し、蒸気タービンを回して発電する）機能を付けること

が可能（日処理量 100 トン以上の場合 ※実証焼却炉はパイロットスケールの

ため発電機能を有しない）。 

■高水準の排ガス処理技術を誇っており、我が国で平成 14年に施行されたダ

イオキシン類対策特別措置法が定める排ガス基準をクリアできる。※同法が

求める厳しい排ガス基準をクリアできず、数多くあった産業廃棄物焼却炉メー

カーは、当社を含む数社に激減した。 

■多種多様な廃棄物を効率よく焼却することが可能。※東日本大震災によっ

て発生した震災廃棄物（損壊・流出した家屋・家財・倒木などのがれき、塩や泥

なども混じる津波堆積物）処理を目的とした焼却炉の受注実績あり。 

■日量 500 ㎏の小型から日量 300 トンの大型まで、顧客ニーズに合わせた焼

却炉設備の販売及びメンテナンスを供給できる体制を確立している。 

競合他社製品と比べ

た比較優位性 

■ベトナムでの現地生産によって、コストダウンが可能となれば、向流キルン

方式（特許取得技術）を使用したアクトリー社製の焼却炉は燃焼効率が高い

ため、ライフサイクルコストを含めて検討した場合には、競合が想定される韓

国、中国メーカーとのコスト比較において優位に立てる。※韓国、中国メーカ

ーの焼却炉の設備費は処理能力 1 トン当たり 500 万円～1,000万円程度        

であるが、当社製品と比較して、焼

却炉の品質が低いためにメンテナンス費がかさみ、且つ燃焼効率が低いた

めに助燃油等ユーティリティ費の上昇、焼却灰量の増大（残さ処理費の上

昇）につながる。一般的に海外製焼却炉の寿命は、最大 10年と言われてい

る。対して、当社の焼却炉は、メーカーの推奨するメンテナンスを実施した

場合、約 20 年の稼働実績を持つ。従って、ライフサイクルコストで見た場合

には、当社製品に優位性があると考えられる。 

※ベトナムをはじめとする東南アジア諸国では、「ライフサイクルコスト」の概念

が普及しておらず、理解を得にくいことが予想されるので、理解促進のために

は説明資料等の整備が必須である。なお、2017 年 12 月に本邦受入研修を実

施し、当社の焼却炉において研修、実習を実施した。 

※同時に現地生産によるイニシャルコスト削減への努力が重要である。 

注）処理能力 1 トン/日当たりの単価は、焼却設備におけるスケールメリットの

最も高い 100 トン/日の処理能力を持つものを基準としている。実証機等小型

や超大型の焼却設備には当てはまらない。 

■韓国、中国メーカーが納入しているストーカ炉と異なり、アクトリーのロータリ

ーキルン炉は、都市ごみのみならず、有害廃棄物や雑多なものの混合物であ

る埋立地掘り起こしごみを同時に焼却できることが大きな特徴である。 

国内外の販売実績 ■国内：産業廃棄物処理業者向けの廃棄物焼却炉のシェアは、国内トップを

数年維持している 

 

 

 

■海外：台湾（国際空港向け塵芥焼却炉納入実績）及び中国（サブコントラクタ

ーとして、キルン式焼却炉のキルン部分パーツを現地製造、納入実績）での実

績（いずれも設置工事は現地業者が実施）あり。この他、中国に監督社員を派

遣したうえで、パーツの委託製造を行い、本邦に納入・設置工事実績多数あ

り。 

施設設置要件 

（サイズ等） 

■搬入路 

■設備：19m×12m×11m（高さ） 煙突高さ 20m 

■焼却物・灰保管スペース：5.5m×5.5m 

■ユーティリティ 

- 電力：動力 57kWh（定格） 

- 用水：0.7ton/h 

- 薬剤（消石灰）：30kg/h(最大) 

■焼却灰：10kg/h 注：焼却物により変化 

設置場所 トゥアティエン・フエ省 Huong Thuy 市 Thuy Phuong 区第 12グループ Thuy 

Phuong 埋立処分場敷地内 

非公開 

非公開 

非公開 

非公開 
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今回提案する機材

の数量 

実験焼却炉 1 基 

＜本邦機材製造・購入＞ 

・キルン型焼却炉  φ1,050 ×3.6mL  100kg/h 

・排ガス減温装置  φ1,832×3.5m 

・排ガス集塵機  2400 Nm3/h 

・煙突   φ500 h=20m 

・誘引ファン  15 kW  80m3/min 

・焼却灰搬出ボックス  150L 

・通風設備   φ200 L=20m  

＜現地機材製造・購入＞ 

・歩廊・タラップ類製造  700W L=1,800-3,600 

・電気資材   3φ電線 

・配管資材   20A～350A 

価格 

 

■焼却炉設備費は焼却能力１トン/日当たり 1,000 万円～1,500万円。 

■将来的には、ベトナムでの現地生産により、 

コストダウンすることを目標とする。 

■実証機材（1.2 トン/日）費総額（輸送費・関税等含む）：約 6,500 万円 

非公開 

非公開 
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２. 普及・実証事業の概要 

(１) 事業の目的 

ベトナム国において、技術・経済的に持続可能な廃棄物焼却処理システム（多目的焼

却モデル）の構築に基づく廃棄物の減容・減量化によって、最終処分場の衛生環境が

改善されるとともに、埋立期間の延長が可能となる。 

(２) 期待される成果 

① 実証 

 対象地域の技術・経済レベルに適した焼却設備及び運営維持管理システムの構築

に向けて、廃棄物焼却処理（多目的焼却）のパイロット・モデルが提案・実証される。 

② 普及 

 実証の結果、廃棄物焼却処理（多目的焼却）の普及モデルが構築され、全国普及に

向けて関係機関に対して事業成果が共有される。 

(３) 事業の実施方法・作業工程 

提案する焼却炉の効果を証明するため、日処理能力 1.2 トン（100 ㎏/時）の小規模の実

験炉を用いた次の活動を行う。 

① 実証 

 対象とする廃棄物の分析（発熱量や含水率等）に基づく焼却炉の構造設計の検討 

 上記の基礎データと焼却炉構造設計のカウンターパートへの共有及び合意の取り付

け 

 対象地域における実証機材の組立設置、現地人材の技術レベルの把握 

 排ガス高度処理装置の現地での運転性能の確認、運営維持管理にかかる指導（本

邦受入の実施を含む） 

 既存の最終処分場の延命化に向けて、埋立済みの廃棄物の掘り起こしと実証機材に

よる焼却処理による「最終処分場リハビリテーション」の可能性の検討 

② 普及 

 実証を通じて収集したデータに基づく焼却モデルおよび事業採算性の検討 

 実証で得られた知見のカウンターパートへの共有と対象地域における総合的廃棄物

管理体制の構築に向けての協議 

 実証結果の共有及び提案製品普及に向けた広報の実施 

③ 環境社会配慮 

 事業の実施により重要な環境社会影響が予測される項目の検討・評価および緩和

策・モニタリング計画の作成 
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図 ２-１ 作業工程図(2016年 9月改訂) 

注：変更契約後スケジュール 

 

*8月27日：STEP3 の受領

*9月3日：STEP4：NGO事業の許可申請の提出

*10月3日：PPCからNGO事業の許可(STEP4の回答)（コメント有り）

*4月4日：VEAよりEIAの取得が必要との書面回答

　
*現地製造業者契約

*現地製造業者契約

*B/L受領

*ベトナム3社+日本2社の5社絞込み

*9/5 現地据付見積依頼

----9/20 現地据付見積把握

　*9/18 製作図完成/見積依頼

----9/30 製作見積把握 *基礎工事業者契約

*9月末パッキングリスト完成

----10月中旬:輸送見積把握

*10/15 機器仕様完成 *据付業者契約 

------11/15電気見積把握

■■現地訪問(製作、据付、HPECO)

  

*分析業者契約

*本邦研修 *本邦研修

6月 7月 8月 9月5月6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月5月6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月5月6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2015 2016 2017 2018

1月 2月 3月 4月 5月

パイロットプロジェクトの評価

廃棄物管理シス

テムの検討

総合廃棄物管理政

策進捗状況の把握

現地作業

国内作業

- EIAの確認（C/Pとの協議）

- 焼却対象ごみの設定

- 施設設置業者、基礎工事業者の検討

- 有害廃棄物の収集検討

- 輸送業者の検討

- 事業計画の検討、申請書類準備

設置工事

試運

転

焼却施設詳細設計 輸

送

基礎

工事

用地

整地

乾燥

*事業計画の提出

業務計画書の策定

実験炉設置の条件整備

環境社会配慮（EIA)実施(HEPCO)

許可申請→許可

パイロットプロジェクト

現地製作発
注

発
注

発
注

分
析

発
注

製品製造

通
関

-運転・メンテナンス訓練

総合廃棄物管

理

-性能評価

-妥当性確認

-環境社会配慮

-ビジネス開発

D/FR

作成

FR

作成

研

修
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投入（要員、機材、事業実施国側投入、その他）  

④ 要員計画表  

表 ２-1 要員計画表(2018年 7月現在) 

 

契約件名：ベトナム国都市ごみ焼却・埋立地再生に関する普及・実証事業

1.提案法人【現地業務】

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

5/8-11

4/12 4/18 5/7-12

8/2 8/13 10/29 12/20 3/21 3/25 10/5 10/14 12/10 12/17 3/2 4/17 4/22 6/29-7/15 9/17 9/28 10/17-20

8/2 8/13 10/29 12/20 3/21 3/25 10/5 10/14 12/10 12/17 3/2 4/17-22 6/11-146/29-7/15 9/17-28 10/17-20 1/15-1/20 7/8-14

3/21 3/28 8/2 8/13 10/29 12/20 10/5 10/14 12/10 12/17 4/17 4/22 6/2 6/9 7/10 7/23 8/198/24 9/24-10/1

3/21 3/28 8/2 8/13 10/29 12/20 10/5 10/14 12/10 12/17 4/17-22 6/2 6/9 7/107/228/19 8/24 9/24-10/1 1/15-1/20 5/7 -12 6/20-24 7/8-14

9/1-25

10/29 12/17 8/8-31 9/1-25

4/17 4/20 6/2 6/28

4/17-20 6/2 6/28

4/17 4/20 6/2 7/11

4/17-20 6/2 7/11 1/9-14 5/8-11

206 6.04

225 7.49

213 7.09

3.外部人材【現地業務】

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

3/23 3/26 1/19-2/2 4/23-4/305/1-10

11/17-12/23 1/8-13

3/22 4/18 7/15 8/13 3/14 4/12 11/19-11/30 12/1-23 1/8-14

1/19-2/2 4/22-30 5/1-10

2/21 2/26 8/3 8/8

266 8.87

125 4.17

223 7.43

4.外部人材【国内業務】

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6

2/26 2/28

2/26 2/28

15 0.75

6 0.30

凡例：　業務従事計画（グレー）　　　　　　

        業務従事実績（黒実線）　　　　　　

        自社負担（斜線） 281 9.62

        自社業務（点線） 125 4.17

229 7.73

△ △ △ △ △ △ △

PR/R PR/R PR/R PR/R PR/R F/RD F/R

12/1210/18

10/18 12/12

12/1210/18

8 9 10 11 12

2016年

(18日) (12日)

(30日)

(15日)

(10日) (8日)

(30日)

(10日) (8日)

(7日)

(10日) (8日)

(5日) (10日) (8日)

2016年

(3日)

(3日)

(3日)

(3日)

(10日)

(5日)

(8日)

(5日)

(8日)

(5日)

報告書等

計画

管理用

実績

外部人材人月

【現地+国内）

合計

計画

管理用

実績

実績

実績

計画

計画管理用
（任意）

計画管理用
（任意）

計画

実績 3 0.15

6 0.30

11 羽山和行 ビジネス環境整備 3

株式会社サ
ティスファク
トリーイン

ターナショナ
ル

A

A

A
計画管理用
（任意）

(3日)
計画

実績 3 0.15

0.15

9 大塚篤 インフラ技術 3

株式会社サス
テイナブルシ
ステムデザイ

ン研究所

A

A

A
計画管理用
（任意）

計画 3

A 実績

A
計画管理用
（任意）

(6日)

12

8 和田英樹
チーフアドバイ
ザー/廃棄物管理

政策
2

株式会社サス
テイナブルシ
ステムデザイ

ン研究所

A 計画

計画日
数

合計

計画人
月

合計
2015年

8

6 0.30

10 1179 10 11 12 8 9

従事

者

キー
氏名 担当業務 格付 所属

分
類

項目
渡航
回数

契約期間

計画

管理用

実績

12 0.40
(6日)(6日)

A 実績 2

60 2.00
(15日)(15日) (15日)(15日)

11 羽山和行 ビジネス環境整備 3

株式会社サ
ティスファク
トリーイン

ターナショナ
ル

A 計画 4

A
計画管理用
（任意）

44 1.47
(12日)(13日) (9日)

A 実績 2

36 1.20

(9日)

(12日)

10 平田憲久
廃棄物管理政策/

市場調査
3

株式会社サス
テイナブルシ
ステムデザイ

ン研究所

A 計画 3

A
計画管理用
（任意）

35 1.17

130 4.33
(17日) (13日)

61 2.03

120 4.00

A
計画管理用
（任意）

9 大塚篤 インフラ技術 3

株式会社サス
テイナブルシ
ステムデザイ

ン研究所

A 計画 4

A 実績 4

実績 2

(30日) (30日)

A
計画管理用
（任意）

3 298 和田英樹
チーフアドバイ
ザー/廃棄物管理

政策
2

株式会社サス
テイナブルシ
ステムデザイ

ン研究所

A

A

計画日
数

合計

計画人
月

合計
2015年

計画（注） 4 50 1.67

0.97

37 1.23

渡航
回数

契約期間

8 9 10 11 12

従事

者

キー
氏名 担当業務 格付 所属

分
類

2016年
10 11 12

項目

計画

管理用

実績

(31日)(4日) (40日) (20日)
Z 実績 2

(31日) (31日)

(31日) (28日)
1.6048

Z
計画管理用
（任意）

4

(56日)

(4日)

(4日)

(40日)

60 2.00

48 1.60

Z 実績 2

7 土井　亮
工事監理/運転指

導
6

株式会社アク
トリー

Z 計画 2

(4日)
31 1.03

(27日)

Z
計画管理用
（任意）

2

(30日)

(4日)

(5日)

(27日)

35 1.17

31 1.03

Z 実績 2
(6日)

6 西川日出雄 工事監理 3
株式会社アク

トリー

Z 計画 2

(26日)
18 0.60

(12日)

Z
計画管理用
（任意）

30 1.00

25 0.83

Z 実績 5
(9日)

5 笠置和幸
工事監理/運転指

導
3

株式会社アク
トリー

Z 計画 2

(6日) (5日)(6日)
59 1.97

(12日) (12日) (8日) (14日)

Z
計画管理用
（任意）

6
(9日) (6日)(12日) (8日) (14日)

(5日)
17 0.57

65 2.17
(12日) (6日) (5日)

Z 実績 3
(9日) （5日)

4 井波厚彦
海外移転マネジメ

ント
3

株式会社アク
トリー

Z 計画 3

(6日)
40 1.33

(12日) (12日) (6日) (15日)(5日)

Z
計画管理用
（任意）

4
(9日)

(7日)

（5日) (6日)(12日) (17日)

12 0.40

46 1.53
(12日)

Z 実績 1

3 近広志 資材調達環境 3
株式会社アク

トリー

Z 計画 2

13 0.43

Z
計画管理用
（任意）

17 0.57

6 0.202 山口俊雄
ビジネス開発2/環

境社会配慮
3

株式会社アク
トリー

Z 計画 3

Z 実績 0

Z
計画管理用
（任意）

2

4 0.13

4 0.13

(5日)

従事

者

キー
氏名 担当業務 格付 所属

分
類

項目
渡航
回数

契約期間

10 0.33

10 11 12

1 水越裕治
業務主任者/ビジ

ネス開発
2

株式会社アク
トリー

Z 計画

日数
合計

人月
合計

2015年
7

(7日)

(7日)

(7日)

(7日)

(5日)

(12日)

(12日)

(8日)

(8日)

(25日)

(25日)

7

(7日)

(30日)

(30日)

(4日)

(4日)

(15日)

(30日)

(30日)

(17日)

(12日)

2017年

(28日)

(23日)

(23日)

2017年

(4日)

(4日)

(6日)

(6日)

(6日)

(6日)

(4日)

(4日)

(10日)

(10日)

(12日)

(10日)

(5日)

(10日)

(8日)

(8日)

(9日)

(12日)

(15日)

(2日)

(6日)

(6日)

(6日)

(13日)

(6日)

(7日)

2017年
8

(7日)

(15日)

(11日)

9

9
2018年

8

2018年

2018年

(7日)

(5日)

(4日)

(30日)

(18日)

2/26

提案法人

人月小計

（現地）

外部人材

人月小計

（国内）

外部人材

人月小計

（現地）

6 山田伊久夫 工事監理 3
株式会社アク

トリー

Z 計画 2 60 2.00
(30日) (30日)

Z
計画管理用
（任意）

Z 実績 0

7 福島雅章
工事監理/運転指

導
3

株式会社アク
トリー

Z 計画 2
(30日) (30日)

60 2.00

Z
計画管理用
（任意）

Z 実績 0

10/18 12/12 2/26

10/18 12/12

西川日出雄に交代

土井亮に交代

227

5
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⑤ 機材 

2018年 5月 9日譲与。 

⑥ 相手国政府関係機関側の投入 

 後述「表 ３-3 主な作業分担内容」に基づく HEPCOからの投入を参照 

(４) 事業実施体制 

① 事業提案者の支援体制（外部人材の活用） 

外部人材として、株式会社サステイナブルシステムデザイン研究所、株式会社サティスファクトリ

ーの人材を登用する。両社は、本事業に先駆けてアクトリーが実施した案件化調査へ参画した実

績を持つ。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-２ 事業提案者の支援体制 

② 現地での支援体制 

以下を基本方針として今後焼却炉供給体制を形成する。 

 アクトリーと石川県内の企業で連携し、ベトナムにおいて焼却炉を製作できる技術力を有す

る企業を発掘し、アクトリーの指導によって当社焼却炉の部品を供給できるレベルまで教育

を行い技術を向上させる。 

 

 

 

 

 

 

(株)サステイナブルシステム 

デザイン研究所 

 

和田英樹 

大塚篤（補強） 

平田憲久 

 海外進出タスクフォースメンバー 

 

代表取締役          水越裕治 

購買グループ長       近 広志 

営業グループ部長    山口俊雄 

管理・法務・知財室長   井波厚彦 

製造グループ長       福島雅章 

製造グループ         山田伊久夫 

プラントグループ       西川日出雄 

プラントグループ       土井 亮 

 

営
業
グ
ル
ー
プ 

購
買
グ
ル
ー
プ 

管
理
グ
ル
ー
プ 

プ
ラ
ン
ト
グ
ル
ー
プ 

製
造
グ
ル
ー
プ 

協力依頼・指示 (株)サティスファクトリー 

 

羽山和行 

現地傭人 

（調査支援） 

(外部人材)コンサルタントチーム 

・事業企画・提案・助言 

・必要関連調査サービス提供 

・経営意思決定資料作成 

・ＯＤＡ案件化検討 

(株)アクトリー（事業提案者） 

非公開 

非公開 
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図 ２-３ 現地生産・事業体制 

(５) 相手国政府関係機関の概要 

① 機関名 

 トゥアティエン・フエ省 

② 機関基礎情報 

 トゥアティエン・フエ省人民委員会：予算措置を含む政策決定 

 フエ都市環境公社（HEPCO） 

HEPCOは、省人民委員会 100％出資の公社であり、トゥアティエン・フエ省全体の廃棄物の

収集・運搬、処分を一手に引き受けている。HEPCOについてのプロファイルデータ（2013年

度実績）は、以下のとおり。 

 ‐従業員数：約 770人（うち、作業員は約 700人、一般職・管理職は約 70人） 

 ‐対象サービス人口：約 88万人 

 ‐年間処理量：約 88,000 トン 

 ‐年間売上：約 700億ベトナムドン（約 3.5億円） 

※本普及・実証事業では、省人民員会の政策決定及び指導の下、実証焼却炉の運転管理

を行う。 

アクトリー

機械製造
関連企業

現地生産体制の形成
（現地法人化も視野）

製作指導

現地事業体制の形成
(現地法人化も視野）

各地方都市にお
ける都市環境公

社など

石川県内パート
ナー企業（電子
制御など）

その他の
日本企業

運営指導



 

27 

３. 普及・実証事業の実績 

(１) 活動項目毎の結果 

本事業のカウンターパートも含めた実施体制を以下に示す。2015年 3月 24日に行われた PPC

との打合せで事業の実施体制が以下の様に決定された。また、実際の事業を共同で作業をする実

施機関としてトゥアティエン・フエ省下の廃棄物の収集運搬・処分サービスを実施しているフエ都市

環境公社（HEPCO）が決定された。 

 
図 ３-１ 本事業の実施体制 

① 環境影響評価の実施 

実証機材である焼却炉の設置予定地については、HEPCO はもともと産業廃棄物焼却施設

(500kg/時)の設置を計画しており、すでに環境影響評価調査を実施していた（天然資源環境省所

管の環境影響評価 2012年 11月承認済み）。本普及・事業で設置する焼却炉は、この産業廃棄物

焼却炉よりも環境負荷が小さいことから、HEPCOは新たに環境影響評価を行うことは必要ないと考

え、そのようにトゥアティエン・フエ省に報告し、同環境影響評価結果を修正・変更することで対応

するとしていた。しかし、2016年4月になって新たに環境影響評価を実施する必要がある旨の通達

が天然環境資源省より示された1。それを受け、環境影響評価の実施に必要な期間を加えて現地

工事工程を見直した結果、本普及・実証事業期間の延長が必要となった。なお、環境影響評価は

HEPCOの所掌である。詳細は５.添付資料 (１)排ガス等の分析結果報告書参照。 

② 焼却炉の能力の変更とそれに伴う機器使用の変更 

本普及・実証事業は都市ごみ（生活廃棄物）の焼却処理の事業採算性を確保するために、比較

的高価格で収集できる有害産業廃棄物との混焼による実証を目的としていることから、産業廃棄物

焼却炉の技術要件として定める規制（QCVN30-2010/BTNMT2）に準拠して 50kg/時の処理能力

を有する焼却施設を設置するための予算及び仕様で準備作業を行ってきた。 

しかしながら、2015 年 7 月の渡航時に産業廃棄物焼却炉の能力は（QCVN30-2012/BTNMT）

が定める 100kg/時以上(第一次燃焼炉容積 1.4 ㎥に相当)でなければならないことが判明した。処

理能力を 50kg/時としていた本事業計画時の実証機材の仕様では QCVN30-2012/BTNMT が規

定する 100kg/時の能力要件に照らし設置が認められないという見解が天然資源環境省から示さ

れたため、国際協力機構ベトナム事務所の協力のもと本焼却炉は 100kg/時相当とされる一次燃

焼炉容積 1.4㎥を満たし100kgの処理能力を有する旨天然環境資源省(VEA)に説明を行い、当初

の燃焼炉容積で設置許可を得た。 

                                              
1 天然環境資源省(VEA)から 2016 年 4 月 4 日に PPC に発行されたレターによる。 
2 産業廃棄物焼却炉に関わる基本仕様、排出ガス規制値等の技術要件を定める国家技術規則。 

株式会社 アクトリー トゥアティエン・フエ省 

㈱サステイナブルシステム 

デザイン研究所 

㈱サティスファクトリー 

トゥアティエン・フエ省 

建設局 

トゥアティエン・フエ省 

天然資源環境局 

フエ都市環境公社 

（HEPCO） 

プロジェクトコーディネーター 
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なお、炉本体の規模の変更はないが、50kg/時で実証試験を行うことを前提に実証焼却炉の設

計を行っていたため、毎時 100kg 焼却という条件への変更に伴い、廃棄物投入装置およびガス処

理装置の能力の再確認を行い、それら部分のサイズの若干の変更（拡大）を行った。また、2016 年

10 月渡航時に、焼却予定廃棄物を採取し組成分析を行った結果、有害廃棄物に含有される硫黄

成分が当初の想定より多かったため、排ガス処理過程における硫黄酸化物吸着用薬剤の噴霧能

力と薬剤貯蔵タンクの設計サイズを拡大した。 

③ 実証事業の対象廃棄物の選定 

第１章で述べたようにベトナムでは、廃棄物管理の基本法令となっている“Decree No. 38/2015/ 

ND-CP”において、固形廃棄物の分類は、有害廃棄物、都市ごみ（生活廃棄物）、通常産業廃棄

物、その他特殊廃棄物に分類されている。 

有害廃棄物については、Decree No. 38/2015/ND-CP”に基づいて発効された「有害廃棄物の

管理に関する通知」Circular No. 36/2015/TT-BTNMT(Appendix 1 List of Hazardous Wastes)にお

いて、有害廃棄物が限定列挙的に定められている。感染性医療廃棄物は、Code13 に列挙されて

いる。 

都市ごみ（生活廃棄物）および、通常産業廃棄物は、通常廃棄物として分類される。 

表 ３-1 固形廃棄物の分類 
   分類 備考 

固 

形 

廃 

棄 

物 

有 

害 

廃 

棄 

物 

有害廃棄物は、「有害廃棄物の閾値

に関する技術規則」

（QCVN07-2009/ BTNMT）で定義

されている有害物質の含有量を超

える廃棄物。さらには有棄物の種類

が「有害廃棄物の管理に関する通

知」(No. 36/2015/TT BTNMT)で定

義されている。有害廃棄物の量は廃

棄物全体の３％を示す（建設省の

2010 年の資料による）。 

有害産業廃棄物 有害廃棄物であって事業者の生産、

取引及びサービスから発生する固形

廃棄物。 

有害性のあるそ

の他特殊廃棄物 

感染性の医療廃棄物および、有害性

のある農業廃棄物等。 

通

常

廃

棄

物 

 都市ごみ （生活廃棄物） 

通常産業廃棄物 有害産業廃棄物以外の産業廃棄物。 

(出典) Decree No. 38/2015/ND-CPおよび、「有害廃棄物の閾値に関する技術規則」（QCVN07-2009/ BTNMT）、

「有害廃棄物の管理に関する通知」(No. 36/2015/TT BTNMT)に基づいて作成。 

 

案件化調査の結果では、料金の高い有害産業廃棄物を都市ごみと混焼することによって事業

採算性を改善できることが明らかとなった。有害産業廃棄物率を高くすればするほど、例えば、2割

から 3 割にすると事業採算性は改善される。他方、トゥアティエン・フエ省の廃棄物排出量は、都市

ごみは約 200t/日に対して、有害廃棄物量は病院からの感染性医療廃棄物を除き 1.24t/日であり、

有害産業廃棄物の排出量が小さいことも課題として同調査では指摘されている。なお、感染性医

療廃棄物の排出量は約 560kg/日である。 

 

ベトナム国他東南アジア諸国において、埋立処分場の残余年数のひっ迫問題が顕在化してい

る現在、当該問題を解決するための実証実験として、埋立処分場の掘り起しごみの焼却による減

量化・安定化の可能性を、埋立ごみの物理的・化学的分析データを分析することによって検討し

た。 

 

本普及・実証事業では、焼却対象物中の有害産業廃棄物の混焼の割合を 10%、20%、30%と変化

させて、この比率により事業採算性を検証することとした。有害産業廃棄物の種類の選定にあたっ

ては、トゥアティエン・フエ省天然資源環境局の排出業者別有害廃棄物データを元に、以下の理

由により廃油類とウエス類と決定した。 

 有害産業廃棄物の中でも排出量が多いこと。 
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 発熱量の高さにより焼却施設の燃料使用量が減り、ランニングコストが抑えられること3。 

これらの有害産業廃棄物に、埋立対象廃棄物削減効果を考慮して通常産業廃棄物及び埋立

処分場掘り起し相当のごみ4を混焼する。このことにより、都市ごみと産業廃棄物の混焼の可能性、

埋立処分場の容量回復の二点を実証することができる。以上の組み合わせによって、以下に示す

4つのモデルにて実証実験を行うことし、C/P と情報を共有した。 

なお、これらの廃棄物を焼却する場合は「産業廃棄物焼却炉の国家技術規則」

(QCVN30-2012/ BTNMT)が適用となる。  

表 ３-2 焼却対象ごみの種類と量5 

対象とす

る廃棄物 

有害廃棄物 通常廃棄物 

合計 
 

有害産業廃棄物 
 

通常産業廃

棄物 

掘り起し相

当ごみ 廃油類 廃ウエス類 

モデル 16 
100.0% 25.0% 75.0% 0.0% - - 100.0% 
100kg/h 25.0kg/h 75.0kg/h 0 - - 100kg/h 

モデル 2 
30.0% 7.5% 22.5% 70.0% 55.0% 15.0% 100.0% 
30kg/h 7.5kg/h 22.5kg/h 70kg/h 55.0kg/h 15.0kg/h 100kg/h 

モデル 3 
20.0% 5.0% 15.0% 80.0% 65.0% 15.0% 100.0% 
20kg/h 5.0kg/h 15.0kg/h 80kg/h 65.0kg/h 15.0kg/h 100kg/h 

モデル 4 
10.0% 2.5% 7.5% 90.0% 75.0% 15.0% 100.0% 
10kg/h 2.5kg/h 7.5kg/h 90kg/h 75.0kg/h 15.0kg/h 100kg/h 

④ 実証事業申請手続き 

i) 焼却施設の仕様の検討と環境影響評価 

前述した実証事業で対象とする廃棄物を元に本案件実証炉の処理フローと運転方法、焼却施

設を構成する各装置の構造・大きさ等の仕様とその役割、水・電気・燃料、薬品等の必要量、さら

には焼却炉の配置計画等に関して、カウンターパートへ共有し、合意を得た。 

トゥアティエン・フエ省では、本普及・実証事業の以前から、既存最終処分場敷地内の建屋に、

医療廃棄物焼却炉と産業廃棄物焼却炉(両焼却炉の合計で処理量 500kg/時)の設置を計画して

おり、天然資源環境省所管の環境影響調査を実施し、2012年 11月に承認を得て、すでに医療廃

棄物焼却炉は設置済みであった。当初、同建屋内に本事業の実証焼却炉を設置することを検討

したが、建屋内ではスペースの確保ができないため、同建屋隣接地を本案件実証炉の設置場所と

して C/P より提供を受け、同地に焼却炉を設置する計画として、レイアウトの検討を行った。 

レイアウトの検討にあたり、有害廃棄物の保管スペース、実証炉への電気、給水の供給仕様と位

置の確認、工事時における車両導線、焼却施設運転時における作業導線などについて検討した。

さらに、設置予定場所におけるボーリング調査の実施により地耐力を確認し、焼却炉基礎の仕様

の決定を行った。 

更に、2016年3月には、焼却炉設置工事の工程に遅延が発生しないように焼却炉据付業者（候

補）の工事予定地での立ち合いのもと、詳細な据付工事内容に関して協議し、焼却炉据付工事発

注仕様と HEPCO 側の焼却炉設置工事のための土地造成等の工事内容について決定した。しか

しながら、前述のとおり環境影響評価の再取得が必要となったため、建設のための現地作業は一

旦中断することとなった。 

2016年 9月に HEPCOは環境影響評価取得のためホーチミンのコンサルティング会社と契約し、

環境影響評価完了予定が 2017 年１月という情報を得たので、10 月、12 月に、再度据え付け業者

                                              
3 提案企業の経験値より、廃油の発熱量は 10,000kcal/kg、ウエスの発熱量は 3,000kcal/kg 程度と想定 
4 掘起しごみに関する明確な定義はない。本実証事業で対象とする掘起しごみは都市ごみおよび通常産業

廃棄物が処分された最終処分場からの掘起しごみを対象として想定している。なお、提案企業の経験値に

より、処分場の掘起しごみの発熱量は 3,000kcal/kg 程度と想定。 
5 本普及・実証事業開始時は施設の処理能力仕様は 50kg/h であったが、「産業廃棄物焼却炉の国家技術規

則」（QCVN30-2012/BTNMT）の仕様に準拠し 2016 年 3 月の渡航において 100kg/h に変更した。 
6 天然資源環境局および分析調査会社のヒアリングから、ベトナムでの有害廃棄物焼却施設の排ガス試験

における慣習として、有害廃棄物 100%の負荷で試験を実施するとのことからモデル１（有害廃棄物 100％）

を実施する(法律で規定はない)。 
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候補企業、基礎工事候補企業と工事開始に向けて打ち合わせを行った。 

ii) 申請等事業実施のための手続き 

ベトナムでは事業を開始するにあたり事業スキームを設定し、事業計画書を作成したのち、関係

機関へ事業の申請し承認を得てから事業が開始される。本普及・実証事業を実施するにあたり、

C/P との協議で、本普及・実証事業は事業規模（予算および期間）が大きくないこと、事業承認の

手続きの期間が比較的短い NGO 事業7のスキームで本普及・実証事業を実施することが決定され

た。本普及・実証事業の申請の手順は以下のような 4 つのステップで進められる。本手順のもと本

普及・実証事業を実施した。 

 

第一ステップ HEPCOによる PPC及びトゥアティエン・フエ計画投資部への事業申請書の提

出および承認 

2015年 4月 27日承認済み 

第 2 ステップ HEPCOによる PPC及びトゥアティエン・フエ計画投資部へのDetailed Outline 

Investment project reportの提出および承認 

2015年 7月 3日承認済み 

第 3 ステップ HEPCOによる PPCへの Report of investment project の提出および承認 

2015年 10月 1日承認済み 

第 4 ステップ HEPCOによる PPCへの The technical economic reportの提出および承認 

2017年 8月 28日承認済み 

 

iii) 事業申請書類作成の補助 

上記のカウンターパートとの検討を踏まえて、本普及・実証事業の申請に必要な書類を作成した。

申請自体は HEPCO が実施することから申請に関わる日本側の分担分の書類を作成した。この作

業の中で、ベトナム側でカウンターパート予算を確保するために日本側とベトナム側の役割分担

（コスト負担含む）を明確にした。作成した資料は以下の 2つの資料である。 

1. Technical Economics Report：事業と焼却施設の概要および HEPCO側と日本側の役割分担

など 

２. 各種図面 

表 ３-3 主な作業分担内容 
作業項目 PPC(HEPCO) アクトリー 

Installation period   

[施設用土地の準備] V  

* -整地費用 V  

* -整地 (土地レベル調整、整地、施設基礎周辺の工事、施設へのアクセス道

路等含む) 

V  

[焼却施設基礎および焼却施設、下屋の設計と建設]   

* 焼却施設基礎および下屋の設計  V 

* 焼却施設基礎および下屋の費用見積 V  

* 焼却施設基礎および焼却施設の設置工事費用  V 

[電気および給水等のユーティリティ]  V  

*実証用焼却施設までの電気・給水の供給のための配管、配線工事 V  

*上記ユーティリティの建設費用 V  

[建設工事期間]   

* 建設工事に必要な仮設道路の提供 V  

* 資材等の保管場所の提供 V  

* 水の提供 V  

* 建設工事用電気の提供  V 

* トイレの提供 V  

* 駐車場の提供（クレーン、車両等） V  

                                              
7 「NGO 組織の援助の管理と利用に関する政府議定」(DECREE NO.93-2009/ND-CP)に示される事業 



 

31 

作業項目 PPC(HEPCO) アクトリー 

*建設廃棄物、食品等の建設工事で発生する廃棄物の処分 V  

[通関資料]   

*通関手続きに必要な情報及び資料の提供  V  

*関税の支払い  V 

[焼却施設の輸出]  V 

*輸出手配  V 

*輸送費と関税の支払い  V 

[操作や焼却炉の操作や維持管理のための本邦研修]   

*本邦研修はアクトリーによって受入。  V 

*HEPCOより 3 人の提供。 V  

[有害廃棄物排出事業者の選定] V  

*有害廃棄物 14t (廃油類 3.5t、オイルによって汚染されたウエス類 10.5t) V  

[有害廃棄物排出事業者とのコーディネイト] V  

運転期間(試運転および実証事業)   

[有害廃棄物排出事業者との契約] V  

[排出事業者からのごみ収集] V  

* 対象有害廃棄物のごみ収集の登録 V  

* 排出事業者からの廃棄物の収集の実施 V  

[有害廃棄物の保管] V  

*4.5-5 か月間の試運転や実証活動期間のための有害廃棄物の保管 V  

[通常産業廃棄物]の提供 V  

*モデル焼却のための通常産業廃棄物 31.6tの提供 V  

[埋立ごみの掘起しおよび分別] V  

*モデル 2,3,4 の焼却のための掘起しごみ 7.3t (90kg/day)の提供 V  

*掘起し地点の選定  V  

*埋立ごみの掘起し V  

*分別 (砂、土砂の除去) V  

[環境影響評価要件の確認] V  

*環境影響評価に関する資料の作成 V  

*焼却施設の運転に関する登録 V  

*環境影響評価要件と登録に必要な費用 V  

[施設運転方法の説明]  V 

*試運転および実証活動中の操作説明  V 

[焼却施設の運転] V  

*作業員:8 時間/日 (9 時~5 時, 5 日/週, 4.5-5 ヶ月) V  

*作業員の給料 V  

[試運転、実証活動期間の運転費用]  V 

[排ガス等サンプリング及び分析  V 

*試運転、実証活動期間における排ガス、ダストおよび焼却灰の分析費用.  V 

[灰の処理] V  

* 灰の収集と処分 V  

 

iv) 実証試験計画 

前述した実証試験のモデル案をもとに実証試験計画を C/P と共有した。 

 

【実証試験期間】 

 実証試験期間：6週間 

 実証試験期間の運転時間 8時間/日(9:00-18:00)（焼却は 10:00-16:00の 6時間/日）,週 5

日運転 

 一日の作業内容 

09:00-10:00: 灰出し、焼却対象ごみの準備、焼却施設のスタートアップ 

10:00-16:00: 焼却 (ごみ投入) 

16:00-18:00: シャットダウン(冷却) 
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 実証試験は焼却施設設置、試運転（第 1週）後に実施 

 各モデルによる 1週間の運転調整（第 2-5週）。 

 その後、約 1週間で分析対象モデルにて各種分析を実施（第６週）。 

表 ３-4 実証試験スケジュール 
週数 項目 稼働日 備考 

第 1 週 動作確認・運転調整 5 動作チェックおよびごみ燃焼による運転調整 

第 2 週 モデル１ 5 モデル１のデータ採取 

第 3 週 モデル２ 5 モデル２のデータ採取 

第 4 週 モデル３ 5 モデル３のデータ採取 

第 5 週 モデル４ 5 モデル４のデータ採取 

第 6 週 

モデル１(分析） 1 
ごみ質分析、排ガス分析、灰分析、作業環境 

連続 3 日間 
モデル２(分析） 1 

モデル４(分析） 1 

 

【実証試験時に継続的に採取するデータ】 

事業採算性の検討のために、以下の実証試験データを継続的に収集した。 

 燃料使用量 

 電気使用量 

 水使用量 

 薬品使用量 

 各廃棄物の処理量 

 

【実証試験時に実施する分析項目と回数】 

各モデルにおいて表３－４に示す項目において分析を実施。なお、実際の測定・分析は天然環

境資源省からのライセンスを取得している分析調査会社への現地再委託によって実施した。 

表 ３-5 実証試験における分析項目および分析回数8 
分析項目 ごみ質 *1 ごみ質 *2 

排ガス 

*3 

主灰 

*4 

飛灰 

*5 

作業環境 

*6 
 

モデル 
廃油類 ウエス類 

通常産業

廃棄物 

掘起し

ごみ 

モデル１ 1 回 1 回   1 回 1 回 1 回 1 回 

モデル２   1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

モデル４     1 回 1 回 1 回 1 回 

合計 1 回 1 回 1 回 1 回 3 回 3 回 3 回 3 回 

*1 は、pH, 着火性、発熱量、工業分析（水分,灰分,可燃分）、元素分析（C、H、O、N、S、Cl）、全有機

炭素および「有害廃棄物の閾値に関する技術規則」（QCVN07-2009/BTNMT）に指定される有害物含有量

24 項目を分析（法律上の実施の必要性はない。実証試験用に実施）。 

*2 は、通常廃棄物であるため、pH、着火性、発熱量、工業分析（水分,灰分,可燃分）、元素分析（C、H、

O、N、S、Cl）、全有機炭素を分析（法律上の実施の必要性はない。実証試験用に実施）。 

*3 は、「産業廃棄物焼却炉の技術要件」（QCVN30-2012/BTNMT）に指定のある全 13 項目を煙突サンプ

リング口で実施。 

*4 および５は、「有害廃棄物の閾値に関する技術規則」（QCVN07-2009/BTNMT）に指定されている有害

物の含有量 24 項目および溶出量 21 項目、さらには燃焼状態確認のため pH、発熱量、全有機炭素、

PCDD/PCDF を想定。なお、分析で有害物含有量が規制値以下であれば、都市ごみ（生活廃棄物）処分場

で処分が可能。規制値以上であれば有害廃棄物の扱いとなり、HEPCOの有害廃棄物処分場へ処分の予定。 

*6 は、環境影響評価の結果を踏まえて作業環境の温度、湿度、騒音、振動、SO2、NO2、ダスト、CO を

実施。 

 

【実証試験時の運転管理】 

                                              
8 「有害廃棄物の管理に関する通知」（Circuler36.Artcle17.3.b）では、分析回数は最低 3 回と記載され

ている。天然資源環境局および分析調査会社へのヒアリングにより、同一のモデルでの 3回分析ではなく、

別のモデルの 3 回分析でも通常可能との事から本普及・実証事業の全体予算の進捗により 3 回とした。 
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実証炉の運転管理については、フエ都市環境公社（HEPCO）がアクトリー運転指導員のサポー

トのもと実施。作業内容は以下の通り。 

 実証炉で焼却する廃棄物の収集・保管 

 実証炉への廃棄物の投入準備作業（混合と不適物の除去） 

 実証炉への廃棄物の投入作業 

 モニタリング及び運転記録 

 焼却灰の取出し 

 焼却灰の処分 

 

【実証試験のための手続き】 

実証試験を開始するにあたって、「有害廃棄物の管理に関する通知」（Circuler36-2015/ 

TT-BTNMT）において、試運転計画の提出と天然環境資源省による承認。また、試運転結果報告

書の提出とそれに伴う焼却施設の監査が行われることとなっている。それらの必要手続きの確認、

必要資料の作成作業分担、スケジュール等に関して HEPCO と情報を共有し、後の実証事業が遅

延なく進むように作業を確認した。 

 試運転計画を天然環境資源省へ提出 

 試運転の開始     試運転第 1週 

 実証試験(試運転期間中)の実施   試運転第 2週から第 5週 

 排ガス等分析の実施    試運転第 6週 

 試運転結果報告書を天然環境資源省へ提出 分析調査会社から結果報告授受後 

 施設の引き渡し     2018年 5月 

 天然環境資源省による監査の実施 

 ライセンスの取得 

v) 実証活動期間における有害廃棄物の確保の検討 

当初焼却量を 50kg/h として HEPCO と実証試験における焼却対象物である有害廃棄物の確保

の方策を検討してきたが、前述したように 2016 年 3 月の渡航により焼却量を 100kg/h へ増やした

ため、再度、実証試験に必要な対象廃棄物の量、収集先、収集・保管に関するスケジュールを

HEPCO と検討・確認した。その後 HEPCOによる有害廃棄物の収集・保管が実施された。 

⑤ 対象地域における実証機材の組立設置、現地人材の技術レベルの把握 

i) 対象地域における実証機材の組立設置 

【機材製造】 

7 月の変更契約とともに詳細設計を実施し、部材の調達及び製造に着手した。日本国内での部

材の調達と加工を行い、                                 に製造を委託した。 

【整地および基礎工事】 

環境影響評価の「Approved but must be revised」の承認を受け、HEPCOによる施設設置場所

の整地作業が 5 月 10 日に開始され、5 月 29 日に終了した。また、基礎工事が 6 月 4 日より煙突

部分から開始され 6月 27日に終了した。 

【施設据付工事】 

2017年 8月 1日より施設据付工事が開始された。ダナン港より部品が順次輸送され、各種機器

が据え付けられ 10月 6日に完了した。10月 17日より各機器の負荷動作チェックが実施された後、

乾燥だきが実施された。 

以上、実証実験のための焼却炉設置に必要な許認可を得るとともに、実証機材が組立設置され

た。 

ii) 現地人材の技術レベルの把握 

2016年 8月、10月、12月の現地調査により、実証機材の組立設置業者や現地製造業者候補、

分析会社への訪問調査による現地人材の技術レベルおよびコストの確認を行った。この調査結果

非公開 
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を元に実証機材の組立設置に関わる発注内容と工事の品質、工事期間を踏まえて発注先の検討

を行った。 

a) 現地施設設置業者等発注先の検討 

前述した現地調査をもとに以下の通り業者選定を行った。選定作業は、JICA「中小企業海外展

開支援事業（案件化調査/普及・実証事業）業務実施ガイドライン（2014年 9月）」別添 3：中小企業

海外展開支援事業現地再委託契約ガイドラインに沿って実施した。 

表 ３-6現地施設設置業者等発注先の選定 
発注内容 状況 業者選定方式 選定結果 

1.機材輸送 詳細設計を元に最終見積を日

本企業に依頼した。 

日本国内で日本企業に発注。 

 

   

2.基礎工事 HEPCO によれば土木建築工

事は単価表があるため、アク

トリーの製作した基礎図面に

基づきHEPCOが見積った。見

積競争の手順に従って発注。 

○最低コスト方式を原則とし、

各社の施工監理能力を確認し

たうえで総合評価で決定した。 

なお、コスト等を勘案するとフ

エ内またはフエ近郊の業者に

絞られた。 

 

3.現地製造 焼却炉部品はかさばる重量物

が多いため、基幹部品以外は

現地生産がコスト的にも望ま

しいという結論に至り、当社の

希望する品質及び実績を有す

る在ベトナム日系企業及びベ

トナム企業をピックアップし会

社及び工場を訪問して検討し

た。 

ベトナム企業 4 社 

日系企業 3 社 

○総合評価による判断とし

た。当社にとっては初めての

ベトナム発注案件であり、価

格だけでは決定できない。技

術力、実績、コミュニケーショ

ン、信用力、納期、不良品対

応等アフターサービスを勘案

した総合評価を以て決定し

た。 

 

4.焼却施設

設置工事 

HEPCO によれば、焼却炉設

置工事請負が可能な業者はフ

エ近隣には存在しなかった。

よってネット・電話帳等で問合

せ、可能と答えた工事業者

（ハノイとホーチミン）より概算

見積を徴収。この中の数社を

訪問し、技術等を確認した。 

ベトナム企業 4 社、日系企業 

2 社 

○総合評価による判断とし

た。当社にとっては初めての

海外組立工事案件であり、価

格だけでは決定できない。技

術力、実績、コミュニケーショ

ン、信用力、納期、不良品対

応等アフターサービスを勘案

した総合評価を以て決定し

た。 

 

5.試運転時

における各

種分析 

ダイオキシンの分析の可能な

会社は 2 社のみ見つかった。 

○最低コスト方式 

（指名見積競争：2 社） 

理由：ダイオキシンも含めベト

ナムの法令で規制される全項

目を網羅できる体制・技術者

を配置できる業者が 2 社以外

に見つからなかったため。 

 

6.試運転委

託 

経験、信頼性等の見地から見

て試運転を委託できる先が見

いだせなかった。ユーティリテ

ィー費用等が発生するがアク

トリー自社予算で負担すること

とした。 

自社人員で行った。  

 

b) 基礎工事請負事業者選定手順 

基礎工事に関わる最低コスト方式の業者選定は以下に示す手順で進めた。 

１．見積指示書を作成し、指名見積競争（最低 3社）の実施 

非公開 
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２．提出を求めた資料 

1)見積、2)ビジネス登録のコピー、3)会社プロファイル、4)業務経験 

３．上記資料を基に、第一候補者を決定（最低金額が基準） 

４．各社に結果伝達（第一候補者には交渉日、場所も伝達） 

５．TORに基づく業務内容の確認、最終価格交渉 

６．契約締結 

c) 部品・焼却炉設置工事請負事業者選定手順 

部品発注、焼却炉設置工事に関わる業者選定プロセスは以下に示す手順で進めた。 

１．業務指示書を作成し、指名見積提出要求（最低 3社）の実施 

２．会社訪問を行い、見積内容の内容を確認したうえで実績、技術力を評価ならびに以下の資

料の提出を求めた。 

1)見積、2)ビジネス登録のコピー、3)会社プロファイル、4)業務経験 

３．上記資料を基に、第一候補者を決定（総合評価） 

４．各社に結果伝達（第一候補者には交渉日、場所も伝達） 

５．TORに基づく業務内容の確認、最終価格交渉 

６．契約締結 

⑥ 排ガス高度処理装置の現地での運転性能の確認、運転維持管理にかかる指導 

i) 処理装置の現地での運転性能の確認および実証試験の実施 

【実証試験の実施】 

2017 年 11 月 7 日付けで試運転計画書の承認9を受け、11 月 20 日より 12 月 23 日まで各モデ

ルによる実証試験を実施した。機材は設計通りの性能を発揮し、投入した廃棄物を良好に炉内に

投入、焼却し、かつベトナムに存在する既存の焼却炉に見られるような煙突からの煙や異臭の排

出もなく、本実証機の優れた燃焼能力および排ガス処理性能を認識させることができた。実証試験

により得られたデータを基に後述の通り採算性の検討を行った。 

表 ３-7実証試験運転データ概要 

日付 モデル 
焼却ごみ量 

灰 
用水量 

燃料 消石

灰量 

電力 

主灰 飛灰 助燃 再燃 

kg/d kg/d kg/d m3/d L/d L/d kg/d KWh 

11/21 
モデル 1 による機器調整・

確認 

- - - - - - - 268 
11/22 - 0 42 - 74 304 - 230 
11/23 600 2 34.6 3.41 90 288 - 281 
11/24 600 0.1 35.0 3.94 74 327 - 283 

11/27 

モデル 1 

560 0.6 33.8 3.86 50 318 43 373 
11/28 600 0.5 38.1 4.32 63 327 24 371 
11/29 600 0.4 19.8 4.37 104 293 23 371 
11/30 600 0.2 11.0 4.14 77 325 24 356 
12/1 705 0.6 9.6 3.81 37 245 24 352 

12/2 機器確認 - - - - - - - - 

12/4 

モデル 2 

600 0.8 7.6 3.59 56 370 25 371 
12/5 600 0.6 14.2 3.33 50 353 24 365 
12/6 600 1.4 22.6 3.50 55 346 24 369 

12/7 停電 - - - - - - - 

12/8 600 0.8 16.8 3.36 65 334 23 371 
12/9 645 0.6 21.4 3.60 41 353 24 370 

12//11 
モデル 3 

595 1.6 6.6 3.19 53 383 25 373 

12/12 610 0.8 3.8 3.19 36 375 24 355 
12/13 615 0.4 4.4 3.42 45 387 26 377 

                                              
9試運転計画申請の手続きは「有害廃棄物の管理に関する通知」（Circuler36-2015/TT-BTNMT.Section2）

にある試運転計画申請の手続きの日数よりも遅れが予想されるため余裕を持って設定したが、環境影響評

価承認が遅れたため試運転計画書の申請が 8 月 16 日となった。更に申請書類不備とのことから 10 月 9

日に申請書類を再提出し、11 月 7 日付けで承認となった。 
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日付 モデル 
焼却ごみ量 

灰 
用水量 

燃料 消石

灰量 

電力 

主灰 飛灰 助燃 再燃 

kg/d kg/d kg/d m3/d L/d L/d kg/d KWh 

12/14 600 1.4 3.8 2.92 29 349 24 363 
12/15 580 1.8 6.8 3.22 39 376 26 362 

12/16 機器確認 - - - - - - - - 

12/18 

モデル 4 

600 2.4 18.6 45.00 45 395 26 326 
12/19 605 0.8 19.4 2.96 32 335 24 367 
12/20 600 0.6 21.2 3.28 33 354 23 376 
12/21 600 1.2 21.2 3.47 33 361 24 373 
12/22 500 0.8 19.0 2.57 34 317 20 362 

12/23 機器確認 - - - - - - - - 

 

a) 排ガス高度処理装置の現地での運転性能の確認 

排ガス等分析測定を含む運転性能試験を 2018年 1月 11日より 1月 13日の 3日間実施した。

排ガス等の分析結果はフエ都市環境公社とも既に共有した。 

主たる排ガス等分析結果及び対処方針は、以下のとおりである。分析結果は、５(１)排ガス等の

分析結果報告書を参照のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii) 運営維持管理にかかる指導 

a) 施設運転操作等の指導 

本事業に設置する焼却炉は小型であり、操作方法およびメンテナンスは日本国内の通常の焼

却炉とは異なる部分が多い、従って現地において指導することとした。本実証試験中の期間にお

いて、フエ都市環境公社の最終処分場も含めた廃棄物処理施設の現場責任者 1名、技術者 2名、

作業員 3名に対して、運転操作、運転中の留意点、安全衛生管理、ユーザー側での実施可能なメ

ンテナンス等について、当社より提供した「マニュアル」にもとづき、実際の焼却炉にて指導を実施

した。以上のことにより、フエ都市環境公社の焼却炉作業担当者により、日常の運転（始動、

連続運転、停止）の操作及び操作に当たっての留意点、ユーザーによるメンテナンス等の

作業を行うことができるようになった。 

表 ３-8運転操作等の指導事項 
項目 内容 

1.現地における焼却炉の説明 各種設備および機能の説明 

2.各設備の運転操作・周期的なメン

テナンス・作業方法の実地教育 

①制御盤 ②自動ごみ投入装置 ③一燃焼室 ④再燃焼室 ⑤ガス冷却

施設 ⑥排ガス処理装置 ⑦1次、2次燃焼バーナー ⑧誘引送風機 ⑨

押込み送風機 ⑩油圧装置 ⑪給水ポンプ ⑫コンプレッサー 

3.運転準備作業の説明 各種機器の状況確認、清掃等 

4.運転操作の説明 ①燃焼開始運転 ②ごみ投入自動運転作業 ③運転停止作業 

5.安全衛生管理順守に関する説明 ヘルメット、軍手、長靴等の保護具当の必要性の説明 

非公開 
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⑦ 事業採算性の検討 

i) 分析ケース 

実証試験データを用いて、以下のケースについての事業採算性の検討を行った。 

 分析ケース１（テストラン条件）：テストランと同じ条件（8 時間運転、立ち上げ 1 時間、立ち下

げ 1時間） 

 分析ケース２（24時間運転）：24時間運転（年間 300日稼働） 

 分析ケース３（二次追い炊きなし）：完全燃焼 850度 

分析ケース１はテストランと同じ運転時間で運転をした場合を想定。 

分析ケース１は十分な量の廃棄物を焼却できないこと、立ち上げのための重油を必要とすること

から非効率であり、24時間運転をケース２として想定した。 

テストランは産業廃棄物焼却関連 QCVN 30:2012/BTNMT をクリアするために二次燃焼炉を

1050度に保って行い、そのために二次燃焼炉を重油によって追い炊きした。経験的には 850度以

上で数秒完全燃焼することによって十分に適正に焼却でき、この二次燃焼炉での追い炊きは必要

ない。そこで二次燃焼炉での追い炊きを行わないケースを想定した。 

ii) 検討結果 

どのケースにおいても、時間当たりの重油消費量及び廃棄物処理料金単価（有害廃棄物）が採

算性に与える影響が大きいことが確認された。 

さらに、QCVN 30:2012/BTNMTをクリアし、採算性が得られる確率の高い経済的な運転方法が

ケース 2である。 

そこで、このケース２を基準に、処理料金の検討を行ったところ、有害産業廃棄物のみを焼却す

る場合で 9,000VND/kg 以上の設定が必要であり、有害産業廃棄物と非有害産業廃棄物（もしくは、

埋立処分場からの掘り起こしごみ）を同量焼却した場合には、処理料金単価を 16,000VND/kg 以

上に設定する必要があることが明らかとなった。 

詳細な分析方法及び結果については、５（３）採算性分析を参照のこと。 

⑧ 本邦研修 

i) 受入活動の概要 

a) 期間 

2017年 12月 10日～22日 

b) 目標 

本事業は、ベトナムへの日本の焼却炉、焼却技術の導入を目標として行い、実証炉の運転、維

持管理の知識習得を受入研修の目的としたが、加えて実際の日本における廃棄物処理の政策、

システム、稼働中の機器設備を実際に見て理解してもらい将来のベトナムへの日本の中間処理シ

ステム導入に資することも目標とした。 

c) 活動内容 

 日本の廃棄物処理政策の学習 

 外部廃棄物施設の見学（リサイクル施設、最終処分場） 

 焼却炉部品製造工場の見学 

 収集運搬業務の実地見学 

 アクトリー焼却施設における処理業務実習 

 フエ現地設置焼却炉の運転、維持管理の学習 
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d) 参加者 

            Director of mechanical-construction Unit, Hue Urban Environment and 

Public Works Joint Stock Company 

           Vice director of waste treatment unit, Hue Urban Environment and Public 

Works Joint Stock Company 

ii) 所見 

a) 目標の達成状況 

 上記目標を達成したと考える。 

b) 成果 

 現状のベトナム国内では想像しにくい、日本の進んだ廃棄物処理設備および制度について

認識を深めた。 

 現在の日本の廃棄物処理政策およびシステムは一朝一夕に出来上ったものではなく、ベト

ナムを含む開発途上国が抱える同様の環境問題の解決を通じて形成されたものであること

について理解を得た。 

 ロータリーキルン式焼却炉の基本構造と操作及び維持管理についての技能を得た。 

 廃棄物の収集運搬から搬入、焼却まで実際の作業員の傍について体験した。 

 実際の機器と体験を踏まえて焼却炉の運転やトラブル対応を学んだ。 

c) 課題 

 本事業でトゥアティエン・フエ省に設置した実証焼却炉と、当社が実際に運営する焼却炉で

は規模や性能に大きな開きがあるため、運転操作については、実際は違う部分もある事を

説明する必要があった。 

 適正な廃棄物処理には多額の費用が掛かることが理解され、現在のベトナムの経済規模で

はまだまだ日本のようなシステムの本格導入は難しいかもしれないという懸念も抱かせたよう

に思われる。 

 ベトナムにはない技術であるので、対応する単語がない場合もあり、お互い母国語でない英

語による意思疎通では限界もある。英語圏以外では専門に精通した優秀な通訳の確保が

課題と感じた。 

d) 反省点 

 相手方が非英語圏の場合、当該技術に精通した通訳と翻訳者の確保が重要である。特に

地方都市の場合、費用面の制約もあり優秀でかつ信頼できる通訳の確保が困難である。特

に技術案件の場合、通訳の確保とその事前トレーニングが必要と感じた。中小企業としては

具体的案件がまだない時点での両国言語に精通した人材の雇用は容易ではないが、具体

的案件の事業化の方向性が明確になれば通訳の雇用、あるいは現地の通訳者派遣企業

または通訳者と提携し、日本において数週間程度技術教育を行う等の教育も必要と考

える。 

e) 参加者の意欲・受講態度、理解度 

 学習意欲は大変旺盛であり受講態度もよく、ベトナムにおいて資料だけを基に学習するこ

とに比べ理解が深まったと考える。 

f) 本邦受入活動の成果を生かした今後の展望 

 実際の日本の焼却炉を体験したことにより、ベトナムでの焼却炉に対する不安やアレルギー

の払しょくに寄与してくれることを期待する。 

非公開 

非公開 
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 今回の研修での運転操作、メンテナンスの理解および習熟により引渡し後も良好な状態で

実証炉を使い続けてもらうことで、当社焼却炉品質への信頼と将来の導入の推進に寄与し

てもらうことを期待したい。 

 両名は HEPCO の中核を担っていく人材であると考えられるので、まずは今後のトゥアティエ

ン・フエ省における廃棄物処理設備導入計画、廃棄物処理計画等の機会において当社の

焼却炉の提案や、密接な情報交換を通じて当社の将来のベトナム展開に資することを期待

したい。 

⑨ ワークショップの開催 

焼却施設の実証試験結果を関係者（トゥアティエン・フエ省関係者、他省廃棄物所管関係者、他

省環境公社、マスメディア等）と共有するとともに、ベトナムにおける同焼却施設導入の有用性、経

済性、実証焼却施設の継続的使用についての議論を行った。午前は、プレゼンテーション及び議

論、午後は、トゥアティエン・フエ省人民委員会副委員長（Mr. Nguyen Van Phuong）の参加も得て、

焼却炉実証施設の見学会を行った。概要は以下のとおり。 

 開催日：2018年 5月 9日（午前 9時～午後 3時） 

 参加者数：64人 

 開催場所：＜午前＞フエ市、モンディアルホテル、＜午後＞焼却炉実証施設のあるトゥイフ

オン 

 プログラム： 

<午前> 

- 焼却施設の紹介と実証試験結果（Actreeによるプレゼンテーション） 

- 経済分析結果（SSDIによるプレゼンテーション） 

- トゥアティエン・フエ省における廃棄物管理（HEPCOによるプレゼンテーション） 

- 議論 

＜午後＞ 

- 焼却炉実証施設見学会 

※詳しくは、５(４)ワークショップの開催（2018年 5月 9日）を参照のこと。 

⑩ 潜在的顧客の検討 

本案件終了後においても、カウンターパートである HEPCO が実証用焼却施設を継続的に運転

できるよう、受入価格を比較的高く設定できる有害廃棄物の量の確保に向けて、現在のトゥアティ

エン・フエ省内における有害廃棄物の排出事業者についての分析（2016 年ベース、同省天然資

源環境局データ）を行い、潜在的な顧客の検討を行った。この検討によって、以下の検討結果が

得られた。 

 同省において把握された有害廃棄物量：約 475 トン/年 

 排出された有害廃棄物種類の数：99種（Circular No. 36/2015/TT-BTNMTによれば、432

種類の有害廃棄物がリスト化されている。） 

 排出事業者数：161 事業者（339 事業所、※一事業者が複数の事業所を所有していることに

よる。） 

 排出量の多い上位 8種類の有害廃棄物で全体の有害廃棄物量の 87％を占める。 

 排出量の多い上位 7事業者で全体の有害廃棄量の 87％を占める。⇒上位 7事業者へアプ

ローチすることが効率的である。 

 最も排出量の多い感染性廃棄物（全体の 47％）は、PVC（塩化ビニル）を含んでいる。これ

は、焼却施設の部品に腐食作用をもたらすことから、他の廃棄物種類と混合して投入する工

夫が必要である。 
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 感染性廃棄物の次に多いスラッジ（30％）は、一般的に含水率が高い。このため、事前にス

ラッジの性状を確認し、適切な焼却炉への投入方法を検討すべきである。 

 有害廃棄物の中には、焼却には適していない灰やスラッジが含まれる。これは、病院におい

て、焼却が行われていることによる。そこで、HEPCOでは、将来的可能性として、病院からの

焼却前の廃棄物を受け入れいれるかどうかの検討を行う必要がある。焼却灰の量から焼却

前の廃棄物を 15 トン/年（54kg/日）と推計（焼却灰の比率を 10％と仮定）できる。 

 排出量上位 7 事業者からの有害廃棄物量は、1.5 トン/日で、これは、焼却施設の処理能力

（2.4 トン/日：時間当たり 100kg）の 60％に相当する。残りの 40％分の有害廃棄物量を確保

するには、以下の方法が考えられる。 

（1）トゥアティエン・フエ省内の小規模事業者からの有害廃棄物を受け入れる。 

（2）多省に立地する事業者から有害廃棄物を受け入れる。 

（3）トゥアティエン・フエ省における有害廃棄物対象の埋立地からの可燃掘り起こしごみを受

け入れる。⇒これは、有害廃棄物対象の埋立地の延命化につながる。 

※詳しくは、５(５)有害廃棄物に関する潜在的顧客の検討を参照のこと。 

(２) 開発課題解決の観点から見た貢献 

我が国の対ベトナム国別援助方針の重点分野（中目標）の一つに、「成長の負の側面に

対処すべく、急速な都市化・工業化に伴い顕在化している環境問題（都市環境、自然環境）、

災害・気候変動等の脅威への対応を支援する。」という記述がある。本案件は、環境問題

の中でも、深刻化しつつある廃棄物問題の脅威への対応の支援に該当する。本普及・実証

事業を通じて、最新の焼却炉を使用することにより、周辺への環境負荷を増大させること

なく有害産業廃棄物、埋め立て掘り起しごみの焼却、減量を採算性を確保しながら安全、

適正に行えることを示すことができた。経済成長に伴い増大する一方のベトナム国内の廃

棄物処理問題の解決策において、埋め立て以外の方法として最新の焼却システムを示し、

かつその焼却炉は環境負荷を増大させない廃棄物処理施設であるという新たな実像を示し、

かつその焼却炉の利用によって、逼迫している埋立地の延命、再生の方向性を併せて示す

ことにより、本件が当該国開発課題の解決に貢献できることを実証した。 

(３) 日本国内の地方経済・地域活性化への貢献 

本事業においては焼却炉基幹部品の製造を日本国内で行い、焼却炉の輸送、据え付け等を日

系企業、                                に発注することを通じて日本国内の

地方経済・地域活性化の方向性を示すことができた。しかしながら、将来に関しては焼却炉のよう

な大型かつ重量のある製品の部品をすべて日本国内で製造、輸送することとすると東南アジア市

場において価格競争力を維持することは容易ではない。日本製焼却炉の性能を維持しながら、一

部部品を現地生産化することによるコストダウンにより、現地への展開を可能にし、基幹部品につ

いては国内生産を継続するほか、東南アジア市場向けに特化した焼却炉等環境技術の新規開発、

設計を日本国内で活発化させることにより、環境技術の発信拠点として地域の雇用および経済活

性化に寄与できると考える。 

(４) 環境社会配慮 

環境社会配慮調査の必要性については、カウンターパートとの協議を通じて、既実施の

環境影響評価調査（2012年 11月天然資源環境省承認済み）を適用することによって対応可

能と判断していたが、天然資源環境省の指導により新たに環境影響評価調査が必要とされ、

あらためてベトナムの法令等に則った環境影響評価調査をカウンターパートは実施した。

本調査団ではそれに加えて貴機構の環境社会配慮ガイドラインに則って環境社会配慮チェ

ックシートを作成し、環境社会配慮上支障がないことを確認した。 

非公開 
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(５) 事業後の事業実施国政府機関の自立的な活動継続 

2018年 5月 9日にフエで開催したワークショップにおいても、カウンターパート側から、本実証機

材の有効利用、PR,普及への協力の意思が改めて示された。今後も関係を維持しながらカウンター

パートの自立的な活動継続に協力したいと考えている。 

(６) 課題と対応 

① 課題１：（事業期間） 

i) 課題 

上述の通り、天然資源環境省からの環境影響評価が必要との回答があり、環境影響評価を実

施しなければならなくなったこと、また、雨期には設置工事が適切にできないと考えられることから、

設置工事の開始時期を延期せざるを得なくなり、事業期間をほぼ１年延長せざるを得なくなったた

め、事業スケジュールが遅延した。また、実証試験のテストランプラン申請においても想定した期間

以上の期日を要し、実証試験開始が遅れることになった。ベトナムでは多くの事柄において官庁の

許可が重要であるが、その期間が遅れることが通常であり、それを予め見込んでおくことが本件に

限らずプロジェクト遂行計画の立案にとって重要である。 

ii) 対応 

当社側がコントロールできる工程については外部人材とのスケジュール調整や、費用自社負担

による人的資源の集中投入などに心掛け、機材設置開始後はスケジュールの進捗に心掛け、機

材設置開始後はほぼ想定通りの工程進捗を実現できた。日本からコントロールできないベトナムの

官庁による許認可等のスケジュールについては外部人材やカウンターパートを通じてしつこいほど

の催促も行い、早めることに努力した。ベトナムにおける許認可事業の遂行においては情報ルート

や人脈の確保維持が大変重要である。 

② 課題２：（譲与機材の有効利用のための問題） 

i) 課題 

HEPCO は譲与機材を、医療廃棄物および有害廃棄物の処理に利用したいという意向であり、

そのための申請を天然資源環境省に行った。しかしその許可がやはり遅れ、残念ながら実証機の

実際の利用開始を本事業期間中に見届けることはできなかった。許可後、廃棄物をどれくらいの

量をHEPCOが集めることができるかが、実証機材をHEPCOが今後十分に活用できるかの大きな

ファクターである。また、本譲与機材は実証炉のため、処理能力が小さく、オペレーションコスト的

には不利であることは否定できない。本調査では本施設が現実的な処理料金で採算性に乗ること

を確認したが、HEPCO による自立的な施設の運転が行われないと、これ以降の新たな焼却炉へ

の展開に支障が出る恐れがある。 

ii) 対応 

実証試験炉として設計された本実証機材の処理能力自体の変更は不可能であるが、本機材が

カウンターパートによって今後も良好な状況で利用継続され、将来的にも良好な状態を維持し運

転されることは、当社にとっては当社焼却炉のショールーム的意味も持ち、大変重要であると認識

している。カウンターパートには本実証機材をベトナム国内外の見学希望者に対して広く見学受入

を認めるよう要請済である。その上で、本実証炉に続く次の焼却炉の導入に繋げるために、事業完

了後も頻繁に定期的な交流、情報交換を心掛けてゆく。また、焼却炉の維持管理を有効に行って

ゆくためには、有償メンテナンス契約の締結による維持管理も必要になると考えており、その交渉も

行ってゆく。 
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４. 本事業実施後のビジネス展開計画 

(１) 今後の対象国におけるビジネス展開の方針・予定 

本実証事業によってカウンターパートに譲与した焼却炉は彼らの焼却事業に使用されることに

なっている。実際の稼働状況をベトナム国内外の希望者に実際見学してもらうことにしており、実機

を見てもらうことによって、現実に排ガス処理能力の高さなどを知ってもらい高品質な焼却炉による

適正処理の有用性と必要性を認識してもらうことにより、今後のベトナム国における環境政策にお

いての焼却処理の採用、当社製焼却炉の導入につなげる。 

① マーケット分析（競合製品及び代替製品の分析を含む） 

i) 想定される競合相手： 

a) 中国、韓国をはじめとする外国メーカー、およびベトナム国内の安価な焼却炉メーカー 

成果が公表された時点で模倣品は登場すると思われる。 

日本製焼却炉では通常となっているバグフィルターを使用した高度な排ガス処理システ

ムを備えた焼却炉はベトナム国内では稼動しておらず、安価な湿式の集塵機などを備えた

焼却炉しかない。しかし現地では価格重視で排ガス処理能力は当初の法律さえクリアでき

れば構わないという声もある。日本型の高度な焼却炉は現状において高価でありベトナム

にとってややオーバースペックである可能性もある。どのように差別化してゆくかが課題

である。 

中韓製やベトナム製との競合については、方式の違いもありコストのみでの対応は困難である。

今回の事業で実証した排ガス処理能力の高さや、事業期間において構築した人的ネットワークを

今後とも確保し、環境展覧会等への出展や本実証機材や  

等の機会提供を通じて日本製焼却炉の環境性能優位性のアピールを行い、潜在顧客の掘り起し、

計画の早期情報入手、情報交換と、当社製焼却炉の採用についての働きかけを継続してゆく。し

かしながら、競争入札を原則とする公共セクターへの日本製焼却炉の納入は、日本側からの資金

協力などの資金援助が無いとすると極めて困難であろう。 

b) 大型都市ゴミストーカー炉を主力とする日本大手メーカー 

日本の大企業との競合については、大企業は大規模都市ごみ焼却炉を得意とするため、当面

当社は日量２５０トン以下の中、小型以下の容量の産業廃棄物、医療廃棄物焼却炉に焦点を当て、

大手との棲み分けを図る。日立造船（株）はNEDOの資金を利用してハノイ市に７５トン規模の産業

廃棄物焼却炉を設置した。この焼却炉も当社製実証炉と同様バグフィルター式の排ガス処理を採

用しており、当社としては競合というよりも大企業による大型焼却炉の実績は日本型焼却炉の環境

性能の優位性の理解に資すると考えている。また日本企業として、コスト面での不利等同様の問題

を抱えており、日本企業間では情報交換等を密にして棲み分け展開を図ってゆきたい。 

② ビジネス展開の仕組 

 当社は当社単独で大規模な現地拠点や人員を維持することはできないため、当面は焼却

炉設置を希望する現地企業に焼却炉を供給し、据付工事については現地据付業者に据付

を委託し、当社からはスーパーバイザーを出張対応で派遣する形式を当面取る。 

 具体的案件が明確になった時点で、すでにベトナムに進出している日本企業のオフィスや

人員等の既存リソースを借りる等の方法を考え恒常的連絡拠点を設置したい。 

 当社焼却炉のベトナムへの販売よりも、部品供給元としてベトナム国内における製造会社の 
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 ベトナム国内の環境関連企業を栃木県にある当社の焼却施設や、見学可能な外部廃棄物

処理施設、公共の処理施設を随時見学してもらい、日本の焼却炉の実際を認識してもらい

啓蒙、普及活動に努める。これまでの実績としては、2018 年 4 月に        他２社が当

社施設を見学し、予想を上回る環境性能に感嘆の声を得ている。 

③ 想定されるビジネス展開の計画・スケジュール 

a) 原材料・資機材の調達計画(含、許認可の必要性の有無) 

本事業で開拓した外注先との関係継続と、新規外注先の発掘を行い日本国内外向けの部品の

発注を行う。ベトナム企業の発掘には、日本で開催される日越ビジネスマッチング等の機会も活用

する（2018年よりすでに着手） 

b) 生産・流通・販売計画(含、許認可の必要性、現地生産計画の有無) 

現地環境展示会等への出展等を通じ現地 PR を開始する。2018 年の実績としては天然資

源環境省主催の環境機器展（ENTEC）に当社ブースを出展した。今後ベトナムで行われる

環境関連展示会の開催情報をフォローし、必要であれば出展を行う。 

c) 要員計画・人材育成計画 

上記の結果により、現地拠点の設置、人材雇用を検討する。（2019年～） 

④ ビジネス展開可能性の評価 

これまでの活動においては、日本製の焼却炉の技術的優位性は十分示せる確信を得た。しかし

ながら問題は価格である。環境性能ははるかに劣るベトナム製焼却炉に比較すると、同じ処理能

力の焼却炉の価格においては日越で倍以上の開きがあると思われ、価格面での対応は極めて難

しい。また納入先が公共セクターの処理事業者であるか民間の処理事業者であるかでも必要とさ

れるアプローチは異なるが、コストダウン努力と、資金面での政策的支援が絶対必要であると考え

るに至った。コストについては、日本で生産し現地に運ぶのでは原価及び輸送費用がかさみ全く

採算に乗らないことは明らかである。コストダウン対策としては海外向けはベトナムを中心とするア

ジア域内生産、仕様についても日本国内向け仕様を見直し、材料や仕様等を見直す必要があると

考えている。またコストダウンをある程度できるとしても、ベトナムの経済水準から見ると日本型の焼

却炉は高価であることには変わりがない。日本からの資金援助等の施策を組み合わせて売り込ま

なければ一企業としてベトナムの公的セクターへの納入は不可能に近いと考える。 

a) 公共セクターの場合 

ベトナム国内の埋立地逼迫は早急な対応が必要な段階に来ているが、ベトナムの自治体には

資金余力がなく、焼却炉の設置及び運営には焼却炉企業による PPP 方式の要請が増えると予想

される。しかしながら、競争入札を原則とする以上は、日本企業としては価格において勝負が難し

いと考えざるを得ない。人的関係やネットワークを利用して計画案件情報を早期に入手し、設置予

定焼却炉の仕様への日本製焼却炉でなければ実現できない高度な環境性能の仕様記載を得るこ

とが必要である。また日本側の政策的な借款、資金援助等が期待される。 

b) 民間の処理業者の場合 

ベトナムでは民間の処理業者の数は多くないが、企業である以上収益重視であり、焼却炉価格

とオペレーションコストが日本製焼却炉導入にあたっての大きな壁である。 

ベトナムでの民間プロジェクトでは JVを構築する場合でも民間サイドが事業主体となって施設を

建設し、処理料金を政府から得て事業を行うことが通例である（いわゆるPPP方式）。日本において

非公開 

非公開 
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は、焼却炉は建設と同様、当社は顧客である処理業者が資金確保を行った後に機械を納入すれ

ばよく、資金のリスクはすべて買主である顧客企業が負うことが通常である。しかしながらこれまで

行った展開活動において参考として見せられた廃棄物処理施設の事業計画は、JV の形式を採っ

ており、当社に JV に参画し焼却炉の提供を期待するものであった。ベトナムに日本から焼却炉を

導入してもらうために焼却炉あるいはその金額に相当する金額の出資が当社に求められる可能性

もあると思わざるを得ない。日本国内のように、資金調達は客先、メーカーは販売するだけというや

り方は通用しないと思われる。案件ごとに事業採算性等の厳密な評価が必要になる。 

ベトナムで焼却炉を設置する場合、最初にクリアすべき基準は日本同等に厳しい。しかしながら、

明らかに基準を満たしていないと思われる焼却炉が稼働していることも事実である。当初の許認可

以外の操業状態を規制する法律や罰則などが未整備なのではないかと考えられる。焼却炉増加

によるベトナムの大気汚染悪化を防ぐためにも既存の安価低品質な焼却炉の稼働が不可能にな

るような法律、規制の整備、厳格化も期待される。 

(２) 想定されるリスクと対応 

① 想定されるリスク 

 国内では想定できない機器の管理、取扱いや環境による機器の不具合の風評 

 廃棄物の分別や前処理の不備による処理結果への影響 

 カウンターパート側の財政事情等による競合安価品の採用 

② 対応 

 譲渡した実証機材を長く適正に利用継続してもらうための努力を継続する。 

 ベトナムは、日本で想像する以上に人間関係がすべてにおいて重視されると実感した。また

言語の問題もあり、メールや電話だけでは十分な意思疎通は行えない。定期的に訪問を続

け関係を良好に維持して啓蒙活動、教育を継続するしかないと思われる。 

 経済産業省や環境省も日本企業の環境技術を世界に展開するという方針を挙げている。日

本企業の海外展開を支援する資金供与、借款や補助金等の支援を実現してもらえるよう省

庁等への働きかけも必要と考えている。 

i) 現地スタッフのレベルに応じた教育訓練 

CPと継続的に情報交換をしながら、教育に必要な情報提供やコンサルティングを継続してゆく。 

機材を長く安定的に使用してもらうことにより、日本製焼却炉の優位性を実感してもらう努力を継

続。 

ii) 人的関係の一層の強化 

事業が完了したからと訪問をやめるのではなく、訪問、面談を継続し一層の交流を強化し、新規

案件の情報入手と実現につなげる。 

iii) 日本からの支援策への期待 

ベトナム企業は低価格が武器であり、また中国企業等はインフラ整備に関しては国策で資金紐

付きのプロジェクト売り込みも多いと聞く。それに対抗するには、価格面のハードルを下げるために

ODA あるいはそれに類する日本側からの政策的な資金支援も期待したい。ただし、ODA 等政府

から政府に資金が渡されてしまう形式では、日本企業になかなか相手国政府から資金が支払われ

ない場合もあると聞く。万が一そういう事態が起これば、中小企業では事実上経営危機に直面する

ことになるので、日本企業に確実に直接が提供される新しい仕組を望む。 

(３) 普及・実証において検討した事業化による開発効果 

本事業や他の日本企業の実績によって、都市ごみの埋立処理が埋め立て場所の逼迫等で破た
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んしつつあることは共通認識として得られ、一方で最新技術での焼却の効率性、合理性、安全性も

認識されつつあると考える。結果として高性能の焼却炉の導入が進むことは、日本の製造業だけ

でなく、ベトナムの観光資源、市民生活のさらなる高度化に貢献できる。しかしながらベトナムには

十分な資金が無いことは明白である。民間企業に対してはコストの壁があり、売り込みは簡単では

ない。現在も行われているベトナムに対する環境基準等の様々な協力を通じて、劣悪な焼却炉の

設置、運転自体を厳しく規制するような法律作りを日本側からベトナムの関係省庁に対しリードして

もらいたい。 

(４) 本事業から得られた教訓と提言 

 日本の常識で想定したスケジュールでは進まないことを認識した。実際の設置工事に入る

場合ではさらにそのリスクを意識し回避策を講じる必要があると認識した。本経験は他の東

南アジア諸国での展開にも生かすことができる。 

 ベトナムをはじめとする英語圏以外の国々とのコミュニケーションは困難を極めることを実感

した。もっぱら英語によってコミュニケーションを行なおうとする場合は、お互いにコミュニケ

ーションを取れる人間が限られる。また、日本語-ベトナム語通訳を使用する場合は、正しく

伝わっているのかを判断するすべがなく、不安が残る。双方言語に精通した信頼のおけるス

タッフの確保が必須である。 

 焼却炉は、他の機械と違い、機器を設置すればよいというものではなく、処理に至るまでの

排出、分別、輸送、保管等が適切に連携して初めて効果を発揮するものである。その点に

おいて、先方行政、市民の教育の啓蒙や理解が進まないと焼却炉もその機能を発揮できず

宝の持ち腐れとなる。展開は１企業の力だけで簡単にいくものではなく、日本側、ベトナム側

の行政の理解や支援が望まれる。 

 先方がベトナムの既存の焼却炉しか見ていない場合、焼却とは汚く有害な廃棄物処理方法

であり、反対は根強い。一方で既存の埋立方法の近未来でのひっ迫や危険性を客観的に

説明しながら、最新焼却技術による焼却炉を実際に見てもらうことによって意識は急激に変

わる。市民生活に密着し、市民の環境意識の高まりにも依存する環境技術については、学

会など限られた場だけでなく、広い層に日本の技術を認識してもらうことが必要と感じた。ま

た、それを支援する ODA等の立案も強く希望するところである。 
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５. 添付資料 

(１) 排ガス等の分析結果報告書 
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(２) 環境影響チェックリスト 

 

分

類
環境項目 主なチェック事項

Yes: Y

No: N

具体的な環境社会配慮

(Yes/Noの理由、根拠、緩和策等)

(1)EIAおよび環境

許認可

(a) 環境アセスメント報告書（EIAレポート)等は作成済みか。

(b) EIAレポート等は当該国政府により承認されているか。

(c) EIAレポート等の承認は付帯条件を伴うか。付帯条件がある場合は、その条件は満たされるか。

(d) 上記以外に、必要な場合には現地の所管官庁からの環境に関する許認可は取得済みか。

(a)Y

(b)Y

(c)N

(d)Y

(a)本案件実験焼却炉設置想定敷地において有害物を対象とする焼却施設設置に係るEIA実施済み。ただ

し、同敷地建屋内に十分なスペースが確保できないことから、隣接地に設置する場合、既存EIAの修正・

変更、新規提出が必要になる可能性があり、必要に応じ円滑に手続きを進める。

(b)天然資源環境省により承認済み（2012年11月承認）.

(c)特になし。

(d)トゥアティエン＝フエ省下の環境公社が有害廃棄物処理サービスライセンスを取得済み（2012年2月）

本事業で焼却処理をする廃棄物の収集・搬入を担う予定。

(2)現地ステーク

ホルダーへの説明

(a) プロジェクトの内容および影響について、情報公開を含めて現地ステークホルダーに適切な説明を行

い、理解を得ているか。

(b) 住民等からのコメントを、プロジェクト内容に反映させたか。

(a)Y

(b)N

(a)省人民員会、省下天然資源環境局、建設局、環境公社への説明を行い、プロジェクトへの理解を得て

いる。

(b)本案件実験焼却炉設置想定敷地周辺には、住宅地域がないことから、特に住民からのコメントを得て

いない。

(3)代替案の検討

(a) プロジェクト計画の複数の代替案は（検討の際、環境・社会に係る項目も含めて）検討されている

か。

(a)Y (a)本案件実験焼却炉設置想定敷地以外にも、現在焼却施設の建設が予定されている敷地についても検討

を行ったが、新たな用地取得が発生しない、近隣住民への環境影響が発生しない、廃棄物の発生する地域

から遠いこと、本案件敷地におけるユーティリティ条件が整備されていることを踏まえ、本案件敷地を実

証焼却炉の設置場所として決めた。

(1)大気質

(a) 焼却施設、収集・運搬車両等から排出される硫黄酸化物（SOx）、窒素酸化物（NOx）、煤じん、ダイ

オキシン等の大気汚染物質は当該国の排出基準、環境基準等と整合するか。大気質に対する対策は取られ

るか。

(a)Y (a)本焼却炉は厳しい日本の基準をクリアしているため、問題ないと想定するが、事業開始後に確認を行

い、対象国の基準を満たす製品を設置する。

(2)水質

(a) 施設からの排水は当該国の排出基準、環境基準等と整合するか。

(b) 廃棄物処分場から発生する浸出水等の水質は当該国の排出基準、環境基準等と整合するか。

(c) これらの排水が表流水あるいは地下水を汚染しない対策がなされるか。

(a)Y

(b)Y

(c)Y

(a)原則、プラントからの排水の発生は無い。作業員の生活排水は発生するが、従前より作業員は既存の

焼却炉運転に従事しており、発生した生活排水は、既存施設の浄化槽等の処理設備で処理する。

(b)プラントからの排水の発生は無い。

(c)プラントからの排水の発生は無い。

(3)廃棄物

(a) ゴミの破砕、選別工程で発生する処理残渣、焼却灰、飛灰、コンポスト施設から発生するコンポスト

化不適物等の廃棄物は当該国の規定に従って適切に処理・処分されるか。

(b) 有害廃棄物、危険物については、他の廃棄物と区別し、無害化された上で当該国の基準に従って適切

に処理・処分されるか。

(a)Y

(b)Y

(a)発生する「焼却灰」「飛灰」は、併設される最終処分場で処理する。

(b)爆発物等の本設備で処理不可能な有害廃棄物及び危険物は、事前に分別し引き受けは行わない。本設

備による無害化処理の可能な有害廃棄物及び危険物は本実証試験により無害化を証明する。

(4)土壌汚染

(a) 廃棄物処分場から発生する浸出水等により、土壌、地下水を汚染しない対策がなされるか。 (a)Y (a)プラントからは、排水は発生しない。万一焼却灰、飛灰が飛散した場合、地下浸透しないようにコン

クリート類基礎上に設置する。コンクリート基礎上の水は側溝から既存の排水処理施設に集められ処理さ

れる。

(5)騒音・振動
(a) 施設稼働（特に焼却施設、廃棄物選別・破砕施設）、ゴミの収集・運搬を行う車両の通行による騒

音・振動は当該国の基準と整合するか。

(a)Y (a)日本の基準に原則準ずるが、敷地境界にて環境基準を満たす設計とする。

(6)悪臭 (a) 悪臭防止の対策はとられるか。 (a)Y (a)有機物が十分に分解する800℃以上で燃焼するため、悪臭の発生は想定されない。

(1)保護区
(a) サイトは当該国の法律・国際条約等に定められた保護区内に立地するか。プロジェクトが保護区に影

響を与えるか。

(a)N (a)保護区内に立地しない。（地方政府管理最終処分場敷地内）

(2)生態系

(a) サイトは原生林、熱帯の自然林、生態学的に重要な生息地（珊瑚礁、マングローブ湿地、干潟等）を

含むか。

(b) サイトは当該国の法律・国際条約等で保護が必要とされる貴重種の生息地を含むか。

(c) 生態系への重大な影響が懸念される場合、生態系への影響を減らす対策はなされるか。

(d) 水生生物に悪影響を及ぼす恐れはあるか。影響がある場合、対策はなされるか。

(e) 植生、野生動物に悪影響を及ぼす恐れはあるか。影響がある場合、対策はなされるか。

(a)N

(b)N

(c)N

(d)N

(e)N

(a)含まない。

(b)含まない。

(c)希少種はいない可能性が強いが、万一、懸念される場合は、影響を減らす対策を実施する。

(d)プラントから発生する排水は無いので、水生生物に悪影響を及ぼす恐れはない。

(e)規模が小さく、植生、野生動物に悪影響を及ぼす恐れは考えにくい。万一、懸念される場合は、影響

を減らす対策を実施する。

(3)跡地管理

(a) 処分場の操業終了後の環境保全対策（ガス対策、浸出水対策、不法投棄対策、緑化等）は考慮される

か。

(b) 跡地管理の継続体制は確立されるか。

(c) 跡地管理に関して適切な予算措置は講じられるか。

(a)Y

(b)Y

(c)Y

(a)設備はC/Pに移管する。雨水により排水が発生する最終処分場と異なり、撤去後の環境影響は考えにく

い。

(b)設備はC/Pに移管する。最終処分場と異なり、撤去後の環境影響は考えにくい。

(c)設備はC/Pに移管する。最終処分場と異なり、土壌汚染等の発生は無く、跡地の管理に費用は発生しな

い。

(1)住民移転

(a) プロジェクトの実施に伴い非自発的住民移転は生じるか。生じる場合は、移転による影響を最小限と

する努力がなされるか。

(b) 移転する住民に対し、移転前に補償・生活再建対策に関する適切な説明が行われるか。

(c) 住民移転のための調査がなされ、再取得価格による補償、移転後の生活基盤の回復を含む移転計画が

立てられるか。

(d) 補償金の支払いは移転前に行われるか。

(e) 補償方針は文書で策定されているか。

(f) 移転住民のうち特に女性､子供､老人､貧困層､少数民族・先住民族等の社会的弱者に適切な配慮がなさ

れた計画か。

(g) 移転住民について移転前の合意は得られるか。

(h) 住民移転を適切に実施するための体制は整えられるか。十分な実施能力と予算措置が講じられるか。

(i) 移転による影響のモニタリングが計画されるか。

(j) 苦情処理の仕組みが構築されているか。

(a)N

(b)N

(c)N

(d)N

(e)N

(f)N

(g)N

(h)N

(i)N

(j)N

既存最終処分場敷地内であるため

(a)非自発的住民移転は生じない。

(b)移転住民はいない。

(c)移転住民はいない。

(d)移転住民はいない。

(e)移転住民はいない。

(f)移転住民はいない。

(g)移転住民はいない。

(h)移転住民はいない。

(i)移転住民はいない。

(j)移転住民はいない。

(2)生活・生計

(a) プロジェクトによる住民の生活への悪影響が生じるか。必要な場合は影響を緩和する配慮が行われる

か。

(b) ウェストピッカー等を含めた既存の資源再回収システムへの配慮はなされるか。

(c) 廃棄物運搬による地域交通への影響はあるか。

(d) 本プロジェクトからの排水、廃棄物処分場から発生する浸出水等によって漁業及び地域住民の水利用

（特に飲料水）に悪影響を及ぼすか。

(e) 衛生害虫は発生するか。

(a)N

(b)Y

(c)N

(d)N

(e)N

(a)本案件実験焼却炉設置想定敷地周辺には、住宅地域がない。かつ規模が小さく、付近住民への悪影響

は考えにくい。日本の焼却設備の構造基準を順守し、影響を最小限に抑えるようにする。

(b)埋立地のある当該サイト内には、コンポスト化プラントも併設されており、その前処理工程において

資源が選別されているので、埋立地においては、資源は原則混在していない。そのため、現地ではウェス

トピッカーの存在は確認されていない。

(c)規模が小さく、影響は考えにくい。

(d)原則、プラントからの排水は発生しない。従って、浸出水等の汚染による悪影響は発生しない。

(e)プラントでの処理物の保管は原則として行わないので、衛生害虫の発生は考えにくい。

(3)文化遺産
(a) プロジェクトにより、考古学的、歴史的、文化的、宗教的に貴重な遺産、史跡等を損なう恐れはある

か。また、当該国の国内法上定められた措置が考慮されるか。

(a)N (a)建設予定地は、既に最終処分場として使用されており、文化財等の発掘は考えにくい。

(4)景　観
(a) 特に配慮すべき景観が存在する場合、それに対し悪影響を及ぼすか。影響がある場合には必要な対策

は取られるか。

(a)N (a)建設予定地は、既に最終処分場として使用されており、悪影響は与えない。

(5)少数民族、先

住民族

(a) 少数民族、先住民族の文化、生活様式への影響を軽減する配慮がなされるか。

(b) 少数民族、先住民族の土地及び資源に関する諸権利は尊重されるか。

(a)Y

(b)Y

(a)少数民族、先住民族はいない。

(b)少数民族、先住民族はいない。

(6)労働環境

(a) プロジェクトにおいて遵守すべき当該国の労働環境に関する法律が守られるか。

(b) 労働災害防止に係る安全設備の設置、有害物質の管理等、プロジェクト関係者へのハード面での安全

配慮が措置されるか。

(c) 安全衛生計画の策定や作業員等に対する安全教育（交通安全や公衆衛生を含む）の実施等、プロジェ

クト関係者へのソフト面での対応が計画・実施されるか。

(d) プロジェクトに関係する警備要員が、プロジェクト関係者・地域住民の安全を侵害することのないよ

う、適切な措置が講じらるか。

(a)Y

(b)Y

(c)Y

(d)Y

(a)ベトナム国の法律を順守する。

(b)労働安全衛生に係るベトナム国の法律を順守する。

　フールプルーフ等のインターロックを完備する。

(c)作業者には、一定期間日本の焼却工場での研修期間を設け、安全教育が実施される。

(d)プロジェクト期間中、安全管理監督を配置する。既存の施設内のため、本事業のための特別な警備要

員は雇用しない。

(1)工事中の影響

(a) 工事中の汚染（騒音、振動、濁水、粉じん、排ガス、廃棄物等）に対して緩和策が用意されるか。

(b) 工事により自然環境（生態系）に悪影響を及ぼすか。また、影響に対する緩和策が用意されるか。

(c) 工事により社会環境に悪影響を及ぼすか。また、影響に対する緩和策が用意されるか。

(a)Y

(b)Y

(c)Y

(a)既に開発行為は終了しており、大きな汚染は発生しない。

且つ据付工事期間は短期であり、影響は限定的。

(b)既に最終処分場自体の開発行為が行われており、本事業による追加的な影響は発生しない。

(c)既に最終処分場自体の開発行為が行われており、本事業による追加的な影響は発生しない。

(2)モニタリング

(a) 上記の環境項目のうち、影響が考えられる項目に対して、事業者のモニタリングが計画・実施される

か。

(b) 当該計画の項目、方法、頻度等はどのように定められているか。

(c) 事業者のモニタリング体制（組織、人員、機材、予算等とそれらの継続性）は確立されるか。

(d) 事業者から所管官庁等への報告の方法、頻度等は規定されているか。

(a)Y

(b)Y

(c)Y

(d)Y

(a)運転中に発生する排ガス、焼却灰に係るモニタリングを実施する。

(b)本プロジェクト仕様に記載。性能試験期間中、実施。

(c)本プロジェクト仕様に記載。性能試験期間中、実施。

(d)本プロジェクト仕様に記載。性能試験期間中、実施。

具体的モニタリング項目：

（排ガス系）温度、残存酸素、SPM,HCl,CO,SO2,NO2,Hg,Cd,Pb,全重金属,

　　　　　　ダイオキシン類

（焼却灰系）ｐH、Hg,Cd,Pb,As,Sb,Ni,Co,Cu,Cr,Sn,Mn,Tl,Zn,TOC

モニタリング者：本事業実施者

モニタリング費用負担者：本事業実施者

モニタリング結果報告先：C/P及びJICA（報告書による）

他の環境チェック

リストの参照

(a) 必要な場合は、林業に係るチェックリストの該当チェック事項も追加して評価すること（廃棄物処分

場等の建設に伴い、大規模な森林伐採が行われる場合等）。

(a)N/A (a)伐採等は行われない。

環境チェックリス

ト使用上の注意

(a) 必要な場合には、越境または地球規模の環境問題への影響も確認する（廃棄物の越境処理、酸性雨、

オゾン層破壊、地球温暖化の問題に係る要素が考えられる場合等）。

(a)N/A (a)廃棄物の越境処理等は計画されていないため、越境または地球規模の環境問題の発生は想定されな

い。

注１）　表中『当該国の基準』については、国際的に認められた基準と比較して著しい乖離がある場合には、必要に応じ対応策を検討する。

当該国において現在規制が確立されていない項目については、当該国以外（日本における経験も含めて）の適切な基準との比較により検討を行う。

注２）　環境チェックリストはあくまでも標準的な環境チェック項目を示したものであり、事業および地域の特性によっては、項目の削除または追加を行う必要がある。
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(３) 採算性分析 
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